
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
後
漢
の
政
治
過
程
は
、
和
帝
期

(
八
八
〜
一
〇
五)

以
降

に
外
戚
が
国
政
に
参
与
し
て
専
権
を
振
る
い
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
皇

帝
に
よ
る
支
配
が
弱
体
化
し
た
、
と
通
説
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ

う
し
た
外
戚
の
専
権
の
背
景
に
つ
い
て
、
先
学
の
多
く
は
、
皇
太
后
が

臨
朝
称
制
し
て
幼
少
の
皇
帝
を
後
見
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る

(

１)

。
こ
の

よ
う
に
、
従
来
の
漢
代
史
研
究
で
は
、
外
戚
が
皇
太
后
の
臨
朝
を
背
景

に
国
政
に
参
与
し
た
こ
と
を
、
後
漢
の
政
治
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
重
要
な
観
点
と
認
識
し
た
上
で
、
当
時
の
皇
帝
支
配
の
特
色
に
つ

い
て
、
皇
太
后
臨
朝
時
に
お
け
る
皇
帝
と
外
戚
の
関
係
を
中
心
に
検
討

し
て
き
た

(

２)

。

し
か
し
、
前
近
代
中
国
に
お
い
て
、
皇
太
后
の
臨
朝
は
、
皇
帝
が
幼

少
な
ど
の
理
由
で
統
治
能
力
を
必
ず
し
も
十
分
に
は
発
揮
で
き
な
い
場

合
に
採
ら
れ
る
非
常
の
手
段
で
あ
り
、
皇
帝
が
皇
太
后
の
後
見
を
受
け

ず
に
親
政
す
る
こ
と
こ
そ
が
通
常
の
状
態
で
あ
っ
た
。
実
際
、
後
漢
に

お
い
て
も
、
和
帝
期
以
降
に
第
六
代
の
安
帝

(

在
位�
一
〇
六
〜
一
二

五)

・
第
八
代
の
順
帝

(

在
位�
一
二
五
〜
一
四
四)

・
第
一
一
代
の
桓

帝

(

在
位�
一
四
六
〜
一
六
七)

・
第
一
二
代
の
霊
帝

(

在
位�
一
六

八
〜
一
八
九)

が
親
政
し
た
。
そ
の
た
め
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
の
特
色

を
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
皇
太
后
が
臨
朝
し
た
時
期

の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
が
親
政
し
た
時
期
に
も
目
を
向
け
て
、
彼
ら
が
親

政
時
に
ど
の
よ
う
に
統
治
し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
順
帝
劉
保
で
あ
る
。
彼
は
安
帝
の
皇
太
子

を
廃
位
さ
れ
た
後
、
安
帝
と
傍
系
出
身
の
第
七
代
の
北
郷
侯

(

和
帝
の

甥
。
在
位�
一
二
五)

が
相
次
い
で
崩
御
す
る
に
及
び
、
外
戚
の
閻
氏

を
誅
滅
し
た
臣
下
た
ち
に
擁
立
さ
れ
て
帝
位
を
継
承
し
た
。
安
帝
・
北
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郷
侯
の
崩
御
に
と
も
な
う
皇
統
の
断
絶
、
な
ら
び
に
政
変
に
よ
る
帝
位

継
承
を
経
て
、
順
帝
は
親
政
時
に
、
誰
を
、
ど
の
よ
う
に
任
用
し
て
統

治
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
順
帝
の
親
政
の
構
造
と
そ
の
政

治
的
な
背
景
を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
後
漢
に
お
け
る
皇
帝
支
配
の

特
色
の
一
端
を
検
証
す
る
。

第
一
節

閻
氏
の
誅
滅
と
順
帝
の
帝
位
継
承

劉
保
は
安
帝
の
庶
長
子
で
あ
る
。
母
の
李
氏
は
劉
保
を
産
ん
で
ま
も

な
く
、
閻
皇
后

(

安
帝
の
皇
后)
に
毒
殺
さ
れ
た
。
劉
保
が
永
寧
元
年

(

一
二
〇)

四
月
に
皇
太
子
に
冊
立
さ
れ
て
以
降
、
帝
位
を
継
承
す
る

ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
禎
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る

(

３)

。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
狩
野
氏
の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
順
帝
の

帝
位
継
承
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

永
寧
二
年

(

一
二
一)

三
月
、
臨
朝
し
て
い
た�
太
后

(
和
帝
の
皇

后)

が
崩
御
す
る
と
、
安
帝
は
同
年
五
月
に�
氏
を
誅
滅
し
て
親
政
を

開
始
し
た
。
そ
し
て
、
外
戚
の
耿
宝
を
大
鴻
臚
か
ら
大
将
軍
に
昇
進
さ

せ
、
同
じ
く
外
戚
の
閻
顕
に
執
金
吾
・
大
鴻
臚
を
歴
任
さ
せ
た
。
耿
宝

は
清
河
王
劉
慶

(

安
帝
の
父
、
和
帝
の
兄)

の
嫡
妻
で
あ
る
耿
姫
の
兄

で
あ
り
、
他
方
、
閻
顕
は
閻
皇
后
の
兄
で
あ
る
。
ま
た
、
耿
宝
を
輩
出

し
た
扶
風
耿
氏
は
、
耿
宝
の
父
の
耿
襲
が
降
慮
公
主

(

明
帝
の
娘)

を

妻
と
す
る
な
ど
、
公
主
を
た
び
た
び
娶
っ
た
一
族
で
あ
っ
た

(

以
下
、

公
主
を
娶
っ
た
一
族
を

｢

尚
主
婚
家｣

と
称
す
る) (

４)

。

延
光
三
年

(

一
二
四)

九
月
、
安
帝
の
乳
母
た
る
王
聖
と
宦
官
の
中

常
侍
樊
豊
ら
は
、
劉
保
の
乳
母
た
る
王
男
ら
を
讒
言
し
て
死
に
追
い
や
っ

た
。
さ
ら
に
王
聖
ら
は
、
王
男
ら
の
死
を
嘆
く
劉
保
が
帝
位
継
承
後
に

自
分
た
ち
を
排
斥
す
る
こ
と
を
懼
れ
、
閻
皇
后
・
閻
顕
・
耿
宝
や
宦
官

の
中
常
侍
江
京

(

大
長
秋
を
兼
任)

ら
と
結
ん
で
劉
保
を
讒
言
し
た
。

激
怒
し
た
安
帝
は
、
皇
太
子
の
廃
位
の
可
否
を
集
議

(

皇
帝
の
諮
問
会

議
。
詳
し
く
は
後
述)

に
お
い
て
審
議
さ
せ
た
。
こ
の
時
、
太
僕
来
歴
・

太
常
桓
焉
・
廷
尉
張
皓
は
廃
位
に
強
く
反
対
し
た
が
、
安
帝
は
彼
ら
の

意
見
を
斥
け
、
同
年
九
月
丁
酉
に
詔
を
下
し
、
劉
保
を
廃
位
し
て
済
陰

王
に
封
じ
た
。
そ
の
後
も
来
歴
ら
は
、
光
禄
勲�

諷
・
宗
正
劉�
・
侍

中
施
延
・
太
中
大
夫
朱�長
ら
と
と
も
に
反
対
し
続
け
た
。
だ
が
、
安
帝

は
翻
意
せ
ず
、
つ
い
に
は
来
歴
を
罷
免
し
た
。

延
光
四
年

(

一
二
五)

三
月
丁
卯
、
安
帝
は
行
幸
の
途
中
、
南
陽
郡

葉
県
で
崩
御
し
た
。
安
帝
に
随
行
し
て
い
た
閻
皇
后
ら
は
、
崩
御
を
知
っ

た
群
臣
が
劉
保
を
擁
立
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
安
帝
崩
御
の
事
実
を

隠
し
た
ま
ま
洛
陽
に
帰
還
し
、
そ
の
後
に
喪
を
発
し
た
。
閻
皇
后
は
皇

太
后
と
し
て
臨
朝
す
る
と
、
耿
宝
を
大
将
軍
に
留
任
さ
せ
る
と
と
も
に
、

閻
顕
を
大
鴻
臚
か
ら
車
騎
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
閻
顕
や
樊

豊
と
と
も
に
安
帝
の
継
嗣
を
定
め
て
、
幼
少
の
北
郷
侯
劉
懿

(

済
北
王

劉
寿
の
子)

の
擁
立
を
決
定
し
、
同
月
乙
酉
に
北
郷
侯
に
帝
位
を
継
承

さ
せ
た
。
同
年
四
月
に
な
る
と
、
閻
顕
は
耿
宝
・
王
聖
・
樊
豊
ら
を

｢

大
不
道｣

(『
後
漢
書』

巻
五
安
帝
紀
・
延
光
四
年
条)

の
罪
に
陥
れ
、

耿
宝
を
自
殺
に
追
い
込
み
、
王
聖
を
鳫
門
郡
に
遷
徙
し
、
樊
豊
ら
を
獄
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死
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
、
北
郷
侯
は
同
年
一
〇
月
辛
亥
に
崩
御
し
た
。
幼
少
の
北

郷
侯
に
は
皇
子
が
い
な
か
っ
た
め
、
閻
太
后
と
閻
顕
は
そ
の
継
嗣
を
定

め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
北
郷
侯
が
病
に
臥
し
た
時
、

司
徒
李�
ら
は
劉
保
の
擁
立
を
密
か
に
計
画
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同

年
一
一
月
丁
巳
、
李�
ら
が
計
画
を
実
行
に
移
す
前
に
、
中
黄
門
孫
程

ら
一
九
名
の
宦
官
が
江
京
ら
を
斬
殺
し
、
中
常
侍
李
閏
を
脅
迫
し
て
、

劉
保
を
徳
陽
殿

(

洛
陽
城
の
北
宮
の
正
殿)

の
西
鐘
の
下
に
迎
え
、
帝

位
を
継
承
さ
せ
た
。
こ
れ
が
順
帝
で
あ
る
。
当
時
、
順
帝
は
一
一
歳
で
、

元
服
を
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
順
帝
は
、『

後
漢
書』

巻
六
順
帝
紀
・
即
位
年
条
に

近
臣
・
尚
書
以
下
、
輦
に
從
い
て
南
宮
に
到
り
、
雲
臺
に
登
り
て
、

百
官
を
召
す
。
尚
書
令
劉
光
等
、
奏
言
す
ら
く
、｢

孝
安
皇
帝
は

聖�
明
茂
な
る
も
、
早
に
天
下
を
弃
つ
。
陛
下
は
正
統
に
し
て
、

當
に
宗
廟
を
奉
ず
べ
き
に
、
而
る
に
姦
臣
、
交
搆
し
て
、
遂
に
陛

下
を
し
て
蕃
國
に
龍
潛
せ
し
む
。
羣
僚
遠
近
、
失
望
せ
ざ
る
莫
し
。

天
命
、
常
に
有
り
て
、
北
郷
、
永
か
ら
ず
、
漢�
、
盛
明
に
し
て
、

�
祚
、
孔

は
な
は

だ
章
ら
か
な
り
。
近
臣
、
建
策
し
て
、
左
右
、
扶
翼

し
、
内
外
、
同
心
し
て
、�
明
に
稽
合
す
。
陛
下
は
踐
祚
し
て
、

鴻�
を
奉
遵
し
、
郊
廟
の
主
と
爲
り
て
、
祖
宗
の
無
窮
の
烈
を
承

續
す
。
上
は
天
心
に
當
た
り
、
下
は
民
望
に�
た
り
。
而
る
に
即

位
し
て
倉
卒
な
れ
ば
、
典
章
、
多
く
缺
く
。
請
う
ら
く
は
禮
儀
を

條
案
し
、
分
別
し
て
具
に
奏
せ
ん
こ
と
を｣

と
。
制
し
て
曰
く
、

｢

可
な
り｣

と
。
乃
ち
公
卿
・
百
僚
を
召
し
、
虎
賁
・
羽
林
の
士

を
し
て
南
・
北
宮
の�
門
に
屯
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
尚
書
た
ち
を
従
え
て
雲
台

(

洛
陽
城
の
南
宮
の
内
部

に
所
在)

に
上
り
、
百
官
を
召
集
し
た
。
そ
し
て
、
尚
書
令
劉
光
ら
が

礼
儀
を
整
備
す
る
よ
う
奏
上
す
る
と
、
順
帝
は
そ
れ
を
裁
可
し
た
。
閻

顕
と
そ
の
弟
た
ち
は
、
順
帝
が
帝
位
を
継
承
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
兵

を
率
い
て
北
宮
に
入
り
、
尚
書
郭
鎮
の
軍
勢
と
交
戦
し
た
。
同
月
戊
午
、

順
帝
は
禁
中

(

皇
帝
の
生
活
空
間
。
詳
し
く
は
後
述)

に
使
者
を
遣
わ

し
て
璽
授
を
奪
取
し
、
さ
ら
に
閻
顕
と
そ
の
弟
た
ち
を
捕
え
て
誅
殺
し

た
。
順
帝
は
閻
太
后
を
離
宮
に
遷
し
、
そ
の
他
の
閻
氏
一
族
を
日
南
郡

比
景
県
に
遷
徙
し
た
。

第
二
節

順
帝
の
親
政
と
政
策
形
成

(

一)

帝
位
継
承
直
後
の
政
策
形
成

そ
れ
で
は
、
閻
氏
を
誅
滅
し
て
帝
位
を
継
承
し
た
後
、
順
帝
は
ど
の

よ
う
に
統
治
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
漢
の
集
議
に
は
、
皇
帝
臨
席
の

も
と
百
官
を
招
集
し
て
行
わ
れ
る

｢

大
議｣

、
皇
帝
と
三
公

(

太
尉
・

司
徒
・
司
空)

・
九
卿

(

太
常
・
光
禄
勲
・
衛
尉
・
太
僕
・
廷
尉
・
大

鴻
臚
・
宗
正
・
大
司
農
・
少
府)

の
参
加
す
る

｢

公
卿
議｣

、
太
傅
・

三
公
・
将
軍
と
そ
の
属
僚
の
参
加
す
る

｢

三
府
議｣

が
あ
り
、
そ
こ
で

は
政
策
案
の
作
成
と
審
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち

｢

大
議｣

は

朝
堂

(

洛
陽
城
の
南
宮
の
南
宮
前
殿
に
隣
接)

な
ら
び
に
百
官
朝
会
殿
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(

南
宮
の
東
門
の
外
に
あ
る
三
公
の
官
衙
の
う
ち
司
徒
府
に
付
設)

に

て
、｢

公
卿
議｣

は
朝
堂
に
て
、｢

三
府
議｣

は
百
官
朝
会
殿
に
て
開
催

さ
れ
た

(

５)

。
こ
の
よ
う
に
、
後
漢
の
集
議
に
は
、
太
傅
・
三
公
・
将
軍
・

九
卿
が
主
に
参
加
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
太
傅
・
三
公
・
将
軍
は
、
政

策
形
成

(
政
策
案
の
作
成
・
審
議
・
決
裁
お
よ
び
政
策
の
実
施)

の
過

程
の
う
ち
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
中
心
的
に
参
加
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
皇
帝
の
決
裁
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た

(

６)

。
そ
こ
で
、
順
帝
の

親
政
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
順
帝
が
太
傅
・
三
公
・
将

軍
に
ど
の
よ
う
な
出
自
の
人
物
を
任
用
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
彼
ら
が

如
何
な
る
政
治
姿
勢
を
有
し
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
北
郷
侯
期
に
は
、
外
戚
の
車
騎
将
軍
閻
顕
に
加
え
て
、
太

傅
馮
石
・
太
尉
劉
熹
・
司
徒
李�
・
司
空
劉
授
が
任
官
し
て
い
た
。
な

か
で
も
馮
石
と
劉
熹
は
と
も
に

｢

尚
書
の
事
を
録｣
べ
、
官
僚
機
構
を

統
率
す
る
と
と
も
に
国
政
を
総
覧
し
た

(『

後
漢
書』
安
帝
紀
・
延
光

四
年
条) (

７)

。
彼
ら
は
、
延
光
四
年
一
一
月
に
順
帝
が
帝
位
を
継
承
し
て

閻
氏
を
誅
滅
し
た
後
も
、
太
傅
・
三
公
に
留
任
し
た
。

馮
石
は
、
獲
嘉
長
公
主

(

明
帝
の
娘)

の
子
で
、
尚
主
婚
家
の
出
身

で
あ
る
。
安
帝
期
に
閻
顕
・
江
京
と
協
調
関
係
を
結
び
、
皇
太
子
劉
保

の
廃
位
が
集
議
で
議
論
さ
れ
た
時
に
は
、
安
帝
の
意
向
を
受
け
て
廃
位

に
賛
成
し
た
と
み
ら
れ
る

(

８)

。
ま
た
、
劉
熹
・
劉
授
は
肺
腑
に
該
当
す
る

人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
肺
腑
と
は
、
後
漢
の
宗
室
の
一
員
で
、
具
体
的

に
は
、�
帝
位
を
代
々
継
承
し
た
舂
陵
侯
家
を
祖
と
す
る
各
王
家
の
傍

系
、�
舂
陵
侯
家
以
外
の
劉
氏
一
族
、
が
該
当
す
る
。
劉
熹
・
劉
授
は
、

安
帝
期
に
耿
宝
・
閻
顕
の
請
託
に
応
じ
る
な
ど
、
耿
氏
・
閻
氏
の
勢
力

と
協
調
関
係
を
結
び
、
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
も
賛
成
し
た
と
み
ら
れ

る

(

９)

。
他
方
、
李�
は
、
安
帝
期
に
大
将
軍��
に
よ
り
中
央
政
府
に
推

挙
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、
北
郷
侯
の
崩
御
後
に
劉
保

の
擁
立
を
密
か
に
計
画
し
た
が
、
そ
の
事
実
は
順
帝
の
帝
位
継
承
直
後

に
は
ま
だ
明
る
み
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

(�)

。

こ
の
よ
う
に
、
順
帝
の
帝
位
継
承
直
後
に
は
、
閻
氏
が
誅
滅
さ
れ
た

後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
閻
顕
と
協
調
関
係
を
結
ん
で
い
た
馮
石
・
劉
熹
・

劉
授
が
太
傅
・
三
公
に
引
き
続
き
在
官
し
て
い
た
。
し
か
も
、
馮
石
・

劉
熹
・
劉
授
は
と
も
に
、
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
賛
成
し
た
人
物
で
あ
っ

た

(

以
下
、
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
賛
成
し
た
閻
氏
の
与
党
を
、
便
宜

的
に

｢

反
劉
保
派｣

と
称
す
る) (�)

。

か
か
る
人
事
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
な
背
景
の
も
と
で
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
即
位
年
条
に
は
、
延
光
四
年

の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

十
一
月
、
…
…
戊
午
、
使
者
を
遣
わ
し
て
省
に
入
れ
、
奪
い
て
璽

綬
を
得
、
乃
ち
嘉�
殿
に
幸
す
。
侍
御
史
を
遣
わ
し
て
持
節
せ
し

め
、
閻
顯
及
び
其
の
弟
た
る
城
門
校
尉

(

閻)

耀
・
執
金
吾

(

閻)

晏
を
收
め
、
竝
び
に
獄
に
下
し
て
誅
す
。
…
…
壬
戌
、
司
隸
校
尉

に
詔
す
ら
く
、｢

惟
れ
閻
顯
・
江
京
の
近
親
、
當
に
辜
に
伏
し
て

誅
す
べ
し
。
其
の
餘
は
務
め
て�
貸
を
崇
べ｣

と
。

閻
氏
を
誅
滅
し
た
直
後
、
司
隷
校
尉
に
下
し
た
詔
で
は
、
閻
顕
・
江
京

の
親
族
を
誅
殺
す
る
よ
う
命
じ
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
者
た
ち
に
は
寛
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大
な
処
置
を
施
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
詔
か
ら
は
、
閻
氏
の
与

党
に
対
す
る
融
和
的
な
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
順
帝
は
帝
位
継
承
当
時
、
わ
ず
か
一
一
歳
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
順
帝
が
右
の
詔
を
自
分
の
意
思
で
下
し
得
た
と
は
考

え
に
く
い
。
前
掲
順
帝
紀
・
即
位
年
条
に
お
い
て
は
、
尚
書
令
劉
光
ら

が
礼
儀
を
整
備
す
る
よ
う
奏
上
し
、
順
帝
が
そ
れ
を
裁
可
し
て
い
た
。

こ
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
順
帝
の
帝
位
継
承
直
後
は
、
臣
下
た
ち

が
自
分
の
奏
上
し
た
政
策
案
を
順
帝
の
名
を
も
っ
て
形
式
的
に
裁
可
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
意
向
通
り
に
国
政
を
運
営
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。

で
は
、
右
の
詔
の
発
布
に
際
し
て
は
、
具
体
的
に
誰
が
、
ど
の
よ
う

に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
示
す
直
接
的
な
記
事

は
史
書
中
に
見
え
な
い
。
し
か
し
、
順
帝
の
擁
立
は
孫
程
を
は
じ
め
と

す
る
宦
官
が
主
導
し
、
劉
光
を
長
と
す
る
尚
書
台
が
そ
れ
に
協
力
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
の
詔
の
発
布
に
は
、
孫
程
ら
宦
官
と
彼
ら

に
協
力
す
る
劉
光
ら
の
意
向
が
働
い
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る

(

以
下
、
順
帝
の
擁
立
に
協
力
し
た
士
人
を
、
便
宜
的
に
、

｢

順
帝
擁
立
派｣

と
称
す
る)

。

言
う
ま
で
も
な
く
、
孫
程
を
は
じ
め
と
す
る
宦
官
は
、
士
人
専
任
の

三
公
な
ど
に
任
官
し
て
集
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
宦
官
は
士
人
に
政
策
案
の
作
成
と
審
議
を
委
ね
る
必
要
が
あ
っ

た
。
と
り
わ
け
順
帝
の
帝
位
継
承
直
後
に
お
い
て
は
、
作
成
と
審
議
を

士
人
に
す
み
や
か
に
委
任
し
、
政
変
に
起
因
す
る
動
揺
を
鎮
め
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
、

延
光
四
年
一
一
月
壬
戌
の
詔
に
お
い
て

｢

反
劉
保
派｣

を
自
分
た
ち
の

勢
力
に
取
り
込
も
う
と
図
り
、
馮
石
・
劉
熹
・
劉
授
の
留
任
を
認
め
て
、

彼
ら
に
政
策
案
の
作
成
と
審
議
を
引
き
続
き
委
ね
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
馮
石
・
劉
熹
は
北
郷
侯
期
に
引
き
続
き

｢

尚
書
の
事
を

録｣

べ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
、
馮

石
・
劉
熹
に
官
僚
機
構
の
統
率
を
特
に
委
ね
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
馮
石
が
尚
主
婚
家
の
出
身
、
劉
熹
・
劉
授
が
肺
腑
に
該
当
す
る

点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
劉
授
は
延
光
元
年

(

一
二
二)

一
二
月
に
、
馮
石
・
劉

熹
・
李�
は
永
建
元
年

(

一
二
六)

正
月
辛
巳
に
罷
免
さ
れ
た
。
彼
ら

の
う
ち
李�
は
、
疾
病
の
発
生
を
理
由
に
策
免
さ
れ

(『

後
漢
書』

巻

八
二
方
術
列
伝
上) (�)

、
馮
石
・
劉
熹

(｢

劉
喜｣)

は
、『

後
漢
書』

巻
三

三
馮
魴
列
伝
に

順
帝
、
既
に
立
ち
、(

馮)

石
と

(

劉)

喜
と
は
皆
な
閻
顯
・
江

京
等
に
阿
黨
す
る
を
以
て
策
免
せ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
閻
顕
・
江
京
ら
に
お
も
ね
っ
た
罪
に
よ
り
策
免
さ
れ

た
。
劉
授
に
つ
い
て
は
、『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
即
位
年
条
の
李
賢
注

引
『

東
観
漢
記』

に

惡
逆
に
阿
附
し
、
其
の
人
に
非
ざ
る
を
辟
召
す
る
を
以
て
、
策
も

て
罷
め
さ
せ
ら
る
。

と
あ
り
、｢
惡
逆｣

に
お
も
ね
り
不
適
当
な
者
を
辟
召
し
た
罪
に
問
わ

れ
て
策
免
さ
れ
た
と
す
る
。
劉
授
の
罷
免
が
閻
氏
誅
滅
の
直
後
で
あ
る
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こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
彼
が
お
も
ね
っ
た

｢

惡
逆｣

も
ま
た
、
閻

顕
・
江
京
ら
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。
し
か
ら
ば
、
馮
石
・
劉
熹
・
劉
授

は
い
ず
れ
も

｢

反
劉
保
派｣

で
あ
っ
た
た
め
に
罷
免
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。こ

れ
ら
を
一
見
す
る
と
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
延
光
四
年
一

一
月
壬
戌
の
詔
で
示
し
た
人
事
方
針
を
、
わ
ず
か
一
か
月
足
ら
ず
で
転

換
し
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
み
な
し
得
る
の
で

あ
ろ
う
か
。『

後
漢
書』
順
帝
紀
・
永
建
元
年
条
に
、
次
の
よ
う
に
あ

る
。

春
正
月
甲
寅
、
詔
し
て
曰
く
、｢
…
…
其
れ
天
下
に
大
赦
せ
よ
。
…
…

宗
室
の
罪
を
以
て
絶
て
ら
れ
し
も
の
、
皆
な
屬
籍
を
復
せ
。
其
の

閻
顯
・
江
京
等
と
交
通
せ
し
者
、
悉
く
考
す
る
勿
か
れ
。
…
…｣

と
。

順
帝
は
大
赦
を
下
し
、
宗
室
の
う
ち
罪
を
犯
し
て
属
籍
か
ら
抹
消
さ
れ

た
者
を
再
登
録
す
る
と
と
も
に
、
閻
顕
・
江
京
ら
と
交
際
し
て
い
た
者

を
罪
に
問
わ
な
い
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
詔
は
、
劉
授
が
罷
免
さ
れ
た
直

後
で
、
か
つ
馮
石
・
劉
熹
ら
が
罷
免
さ
れ
る
直
前
に
発
布
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
永
建
元
年
正
月
甲
寅
の
詔
が
延
光
四
年
一
一
月
壬
戌
の
詔
と

前
後
し
て
発
布
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
詔
の
発
布
に
も
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

の
意
向
が
働
い
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
先
の
人
事
方
針
を
転
換
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

冨
田
健
之
氏
に
よ
る
と
、
後
漢
章
帝
期

(

七
五
〜
八
八)

以
降
、
司

隷
校
尉
は
三
公
を
含
む
百
官
を
監
察
の
対
象
と
し
、
三
公
の
任
官
者
が

不
法
行
為
を
行
っ
た
場
合
や
災
異
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
該
当
す
る

人
物
を
劾
奏
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た

(�)

。
実
際
、『

後
漢
書』

巻
五
八

虞��
列
伝
に

永
建
元
年
、
陳
禪
に
代
わ
り
て
司
隸
校
尉
と
爲
る
。
數
月
の�
、

太
傅
馮
石
・
太
尉
劉
熹
・
中
常
侍
程��
・
陳
秉
・
孟
生
・
李
閏
等

を
奏
す
。
百
官
、
側
目
し
、
號
し
て

｢

苛
刻｣

と
爲
す
。

と
あ
る
通
り
、
馮
石
・
劉
熹
は
、
永
建
元
年
に
陳
禅
の
後
任
と
し
て
司

隷
校
尉
に
任
官
し
た
虞��
に
よ
っ
て
、
中
常
侍
李
閏
ら
と
と
も
に
摘
発

さ
れ
た
。

陳
禅
は
、『

後
漢
書』

巻
五
一
陳
禅
列
伝
に

��
の
誅
廢
せ
ら
る
る
に
及
び
、(

陳)

禪
、
故
吏
を
以
て
免
ぜ

ら
る
。
復
た
車
騎
將
軍
閻
顯
の
長
史
と
爲
る
。
順
帝
、
即
位
す
る

や
、
司
隸
校
尉
に
遷
せ
ら
る
。
明
年
、
官
に
卒
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
安
帝
期
に
大
将
軍��
の
辟
召
を
受
け
た
故
吏
で

(�)

、

北
郷
侯
期
に
は
車
騎
将
軍
閻
顕
の
長
史
と
な
っ
た
。
順
帝
の
帝
位
継
承

後
に
司
隷
校
尉
に
転
任
し
、
翌
年
の
永
建
元
年
に
死
去
す
る
ま
で
在
官

し
た
。
右
に
述
べ
た
通
り
、
馮
石
・
劉
熹
が
永
建
元
年
正
月
辛
巳
に
虞

��
に
よ
っ
て
摘
発
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
陳
禅
が
司
隷
校
尉
に
在

官
し
た
期
間
は

｢

延
光
四
年
一
一
月
丁
巳
以
降
〜
永
建
元
年
正
月
辛
巳

以
前｣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
延
光
四

年
一
一
月
壬
戌
の
詔
は
、
具
体
的
に
は
司
隷
校
尉
陳
禅
に
下
さ
れ
た
も

の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
同
年
一
二
月
の
劉
授
の
罷
免
に
は
、
陳
禅
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が
司
隷
校
尉
と
し
て
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
陳
禅
が
閻
顕
の
属
僚
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
あ
る
い
は

宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
、
彼
が

｢

反
劉
保
派｣

の
摘
発
に
手
心
を

加
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
司
隷
校
尉
に
転
任
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
仮
に
右
の
想
定
の
ご
と
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
陳
禅
は
実
際
に

は
一
一
月
壬
戌
の
詔
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
事
方
針
に
反
し
て
劉
授
を

摘
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
確
認
し
た
永
建
元
年
正
月
甲
寅
の
詔
の

発
布
に
は
、
そ
の
よ
う
な
陳
禅
の
動
き
を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虞��
も
ま
た
陳
禅
と

同
じ
く

｢

反
劉
保
派｣

の
摘
発
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
前
掲
虞��
列
伝

に
よ
れ
ば
、
百
官
は
虞��
の
処
置
を

｢

苛
刻｣
と
み
な
し
て
非
難
し
た

と
い
う
。
す
る
と
、
虞��
も
ま
た
、
延
光
四
年
一
一
月
壬
戌
の
詔
以
来

の
人
事
方
針
に
反
し
て
馮
石
ら
を
摘
発
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
順
帝
の
帝
位
継
承
直
後
、
宦
官
と

｢
順
帝
擁
立
派｣

は
、｢

反
劉
保
派｣

を
自
分
た
ち
の
勢
力
に
取
り
込
み
、
彼
ら
を
政
策

案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の

｢

反
劉
保
派｣
は
、

順
帝
の
血
族

(

肺
腑)

と
姻
族

(

尚
主
婚
家)

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
試
み
は
、
司
隷
校
尉
の
陳
禅
・
虞��
が

｢

反

劉
保
派｣

を
積
極
的
に
摘
発
し
た
こ
と
に
よ
り
挫
折
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(

二)

集
団
指
導
体
制
の
構
築

｢

反
劉
保
派｣

が
太
傅
・
三
公
か
ら
相
次
い
で
罷
免
さ
れ
た
時
、
順

帝
は
未
だ
元
服
を
済
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
順
帝
の
も
と
で
、
太

傅
・
三
公
に
は
如
何
な
る
人
物
が
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

彼
ら
は
順
帝
に
よ
る
統
治
を
ど
の
よ
う
に
輔
佐
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

延
光
四
年
一
二
月
、
少
府
陶
敦
が
司
空
に
昇
進
し
、
永
建
元
年
二
月

に
は
、
太
常
桓
焉
が
太
傅
に
、
大
鴻
臚
朱
寵
が
太
尉
に
、
長
楽
少
府
朱

�長
が
司
徒
に
昇
進
し
た
。
彼
ら
の
う
ち
桓
焉
・
朱
寵
は

｢

尚
書
の
事
を

録｣

べ
、
国
政
を
総
覧
し
た

(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
元
年
条)

。

そ
の
後
、
同
年
一
〇
月
に
陶
敦
が
罷
免
さ
れ
、
廷
尉
張
皓
が
司
空
に
昇

進
し
た
。
さ
ら
に
、
永
建
二
年

(

一
二
七)

七
月
に
朱
寵
と
朱�長
が
罷

免
さ
れ
る
と
、
彼
ら
の
後
任
と
し
て
太
常
劉
光
が
太
尉
に
、
光
禄
勲
許

敬
が
司
徒
に
昇
進
し
、
劉
光
は
桓
焉
と
と
も
に

｢

尚
書
の
事
を
録｣

べ

た

(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
二
年
条)

。

こ
の
間
、
永
建
元
年
七
月
に
衛
尉
来
歴
が
車
騎
将
軍
に
昇
進
し
た
。

廖
伯
源
氏
は
、
後
漢
に
お
い
て
将
軍
は
軍
隊
を
統
率
す
る
こ
と
な
く
国

政
運
営
に
参
与
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し

て
車
騎
将
軍
来
歴
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る

(�)

。
こ
の
見
解
に
基
づ
く
と
、

来
歴
は
太
傅
桓
焉
や
朱
寵
・
劉
光
ら
三
公
任
官
者
と
と
も
に
、
政
策
案

の
作
成
と
審
議
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
桓
焉
は
永

建
三
年

(

一
二
八)

一
二
月
に
禁
錮
刑
に
処
さ
れ
た
者
を
辟
召
し
た
罪

に
問
わ
れ
て
罷
免
さ
れ

(『

後
漢
書』

巻
三
七
桓
栄
列
伝
附
桓
焉
列
伝)

、

来
歴
も
ま
た
同
年
に
母
の
喪
に
服
す
た
め
病
を
理
由
に
辞
職
を
願
い
出

て
罷
免
さ
れ
た

(『

後
漢
書』

巻
一
五
来
歙
列
伝
附
来
歴
列
伝)

。

で
は
、
右
に
挙
げ
た
人
物
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
出
自
と
政
治
姿
勢
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を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
来
歴
・
桓
焉
・

張
皓
・
朱�長
は
い
ず
れ
も
、
安
帝
期
に
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
反
対
し

た
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
来
歴
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
実
母
が
武

安
公
主

(
明
帝
の
娘)

で
、
尚
主
婚
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
桓
焉
は
、

後
漢
の
歴
代
皇
帝
に
学
問
を
代
々
教
授
し
た

｢

帝
師｣

(『

後
漢
書』

巻

三
七
桓
栄
列
伝
の
論)

の
家
柄
た
る
沛
国
桓
氏
の
出
身
で
あ
る
。
安
帝

期
に
は
安
帝
に
学
問
を
教
授
す
る
と
と
も
に
、
太
子
少
傅
・
太
子
太
傅

を
歴
任
し
て
皇
太
子
劉
保
を
養
育
し
た

(�)
。
ま
た
、
張
皓
は
、
安
帝
期
に

大
将
軍��
の
辟
召
を
受
け
た
故
吏
で
あ
っ
た

(�)
。
順
帝
の
擁
立
に
際
し

て
、
来
歴
・
桓
焉
・
張
皓
・
朱�長
が
如
何
な
る
政
治
姿
勢
を
有
し
て
い

た
の
か
は
、
史
書
中
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
劉

保
と
の
関
係
を
勘
案
す
る
と
、
基
本
的
に
は
順
帝
に
よ
る
帝
位
継
承
を

支
持
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
み
な
し
得
る

(

以
下
、
皇
太
子
劉
保
の
廃

位
に
反
対
し
た
士
人
を
、
便
宜
的
に
、｢

親
劉
保
派｣
と
称
す
る)

。

劉
光
は
、
先
述
し
た
よ
う
に

｢

順
帝
擁
立
派｣

の
一
員
で
、
順
帝
の

帝
位
継
承
当
時
は
尚
書
令
に
在
官
し
て
い
た
。
彼
の
甥
に
あ
た
る
劉
矩

は
桓
帝
期
に
宗
正
に
任
官
し
た
が
、
後
漢
で
は
こ
の
官
に
肺
腑
が
任
用

さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

(�)

。
そ
れ
ゆ
え
、
劉
光
は
肺
腑
に
該
当
す
る
人
物

と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
陶
敦
は
、
安
帝
期
に
大
将
軍��
に
推
挙
さ
れ
た
人
物
で
あ

る

(『

後
漢
書』

巻
一
六�
禹
列
伝
附��
列
伝)

。
彼
は
、『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
即
位
年
条
に
、
順
帝
が
帝
位
を
継
承
し
た
翌
月
の
こ
と
と
し

て

十
二
月
甲
申
、
少
府
た
る
河
南
の
陶
敦
を
以
て
司
空
と
爲
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
河
南
尹
を
本
貫
と
し
、
司
空
に
昇
進
す
る
直
前
ま
で

少
府
に
在
官
し
て
い
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、『

後
漢
書』

方
術
列
伝

上
に
は
、
李�
の
司
徒
在
官
時
の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

北�

侯
の
病
む
に
及
び
、(

李)�
、
陰
か
に
少
府
た
る
河
南
の

陶
範
、
歩
兵
校
尉
趙
直
と
謀
り
て
順
帝
を
立
つ
。
會
〃
孫
程
等
の

事
、
先
に
成
り
、
故
に�
の
功
、
顯
れ
ず
。
明
年
、
吏
民
、
疾
病

し
、
仍
お
災
異
有
る
に
坐
し
、
策
を
賜
り
て
免
ぜ
ら
る
。
將
作
大

匠��甫
、�
の
潛
か
に
大
計
を
圖
り
、
以
て
社
稷
を
安
ん
ぜ
ん
と

す
る
を
上
る
。
是
に
於
い
て
陰
謀
の
功
を
録
し
、�
を
渉�
侯
に

封
ぜ
ん
と
す
る
も
、
辭
讓
し
て
受
け
ず
。

李�
が
北
郷
侯
の
病
に
乗
じ
て
済
陰
王
劉
保
を
擁
立
し
よ
う
と
計
画
し

た
時
、
河
南
尹
を
本
貫
と
す
る
少
府
陶
範
が
そ
れ
に
与
し
た
。｢

陶
敦｣

・

｢

陶
範｣

の
本
貫

(

河
南
尹)

と
順
帝
の
帝
位
継
承
前
後
に
お
け
る
両

者
の
本
官

(

少
府)

が
一
致
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に

『

後
漢
書』

中
に

お
い
て

｢

陶
範｣

が
右
の
方
術
列
伝
以
外
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、

｢

陶
敦｣

と

｢

陶
範｣

は
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

陶
敦
は
宦
官
お
よ
び

｢

順
帝
擁
立
派｣

と
は
行
動
を
と
も
に
し
な
か
っ

た
も
の
の
、
閻
氏
ら
に
よ
る
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
反
対
す
る
と
同
時

に
、
順
帝
に
よ
る
帝
位
継
承
を
支
持
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

朱
寵
は
、
安
帝
期
に
大
将
軍��
の
辟
召
を
受
け
た
故
吏
で
あ
り

(『

後
漢
書』�
禹
列
伝
附��
列
伝)

、
ま
た
桓
焉
の
父
た
る
桓
郁
か

ら
学
問
を
学
ん
だ
門
生
で
も
あ
っ
た

(�)
(『

後
漢
書』

巻
三
七
桓
栄
列
伝
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附
桓
郁
列
伝)

。
大
司
農
在
官
時
に�
氏
が
誅
滅
さ
れ
る
と
、
安
帝
に

上
疏
し
て��
ら
の
無
実
を
訴
え
た
後
、
自
ら
廷
尉
に
出
頭
し
、
尚
書

陳
忠
の
弾
劾
を
受
け
て
一
時
罷
免
さ
れ
た

(『

後
漢
書』�
禹
列
伝
附

��
列
伝
、
同
巻
四
六
陳
寵
列
伝
附
陳
忠
列
伝)

。
た
だ
し
、
順
帝
の

擁
立
に
際
し
て
、
朱
寵
が
ど
の
よ
う
な
政
治
姿
勢
を
有
し
て
い
た
の
か
、

史
書
中
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

許
敬
は
、
和
帝
〜
安
帝
期
に
江
夏
太
守
・
沛
相
な
ど
を
歴
任
し
た
人

物
で
あ
る
。
順
帝
の
擁
立
に
際
し
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
政
治
姿
勢
を

有
し
て
い
た
の
か
は
、
史
書
中
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、『

後

漢
紀』

巻
一
八
順
帝
紀
上
・
永
建
四
年
条
に

(

許)

敬
は
臧
否
を
以
て
己
の
任
と
爲
し
、
和
・
安
の�
に
仕
う
。

竇
・�
・
閻
氏
の
盛
に
當
た
り
、
直
道
も
て
進
み
、
屈
撓
す
る
所

無
し
。
三
家
、
既
に
敗
れ
、
染�
有
る
者
多
き
も
、
敬
は
居
然
自

適
し
、
謗
り
を
引
き
て
己
に
及
ぼ
さ
ず
。
當
世
、
此
れ
を
以
て
之

を
奇
と
す
。

と
あ
り
、
許
敬
は
和
帝
〜
安
帝
期
に
お
い
て
、
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と

を
自
分
の
任
務
と
心
得
て
、
正
し
い
道
理
に
基
づ
き
、
閻
氏
ら
当
時
権

勢
を
振
る
っ
て
い
た
外
戚
に
恐
れ
怯
む
こ
と
が
無
か
っ
た
と
い
う
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
許
敬
は
閻
氏
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
い

え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、｢

反
劉
保
派｣

が
摘
発
さ
れ
た
後
、
永
建
三
年
ま

で
の
時
期
に
お
い
て
は
、�｢
親
劉
保
派｣

(

来
歴
・
桓
焉
・
張
皓
・

朱�長)

、�｢

順
帝
擁
立
派｣

(

劉
光)

、�
そ
の
他

(

陶
敦
・
朱
寵
・

許
敬)

、
が
太
傅
・
三
公
・
車
騎
将
軍
に
任
官
し
、
政
策
案
の
作
成
と

審
議
に
参
加
し
て
い
た
。
彼
ら
の
う
ち

｢

親
劉
保
派｣

の
桓
焉
は
、
こ

の
時
期
に
一
貫
し
て

｢

尚
書
の
事
を
録｣

べ
、
国
政
を
総
覧
し
た
。
他

方
、
陶
敦
・
朱
寵
は
、｢

親
劉
保
派｣

の
張
皓
と
同
じ
く
、��
の
辟

召
や
推
挙
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
朱
寵
は
、｢

親
劉
保
派｣

の
桓
焉
の
父
た
る
桓
郁
の
門
生
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、『

後
漢
書』

巻

七
六
循
吏
列
伝
に
、｢

順
帝
擁
立
派｣

の
劉
光
の
兄
た
る
劉
叔
遼

(

劉

矩
の
父)

に
つ
い
て

(

劉)

矩
、
少
く
し
て
高
節
有
る
も
、
父
の
叔
遼
の
未
だ
仕
進
す

る
を
得
ざ
る
を
以
て
、
遂
に
州
郡
の
命
を
絶
つ
。
太
尉
朱
寵
・
太

傅
桓
焉
、
其
の
志
義
を
嘉
し
、
故
に
叔
遼
、
此
れ
を
以
て�
公
の

辟
す
る
所
と
爲
り
、
議�
を
拜
す
。
矩
、
乃
ち
孝
廉
に
擧
げ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
順
帝
の
帝
位
継
承
後
、
劉
叔
遼
が

｢�
公｣

に
辟
召

さ
れ
て
議
郎
に
任
官
し
得
た
の
は
、
朱
寵
と
桓
焉
が
彼
の

｢

志
義｣

を

評
価
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、｢

親
劉
保
派｣

・｢

順
帝
擁
立
派｣

な
ど
に
属
す
る
士

人
は
、
人
事
や
学
問
を
媒
介
と
し
て
互
い
に
交
流
関
係
を
結
ん
で
い
た

(�)

。

し
か
ら
ば
、
永
建
元
年
以
降
は
、｢

親
劉
保
派｣

・｢

順
帝
擁
立
派｣

ら

が
互
い
に
連
携
し
つ
つ
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
元
服
前
の
順
帝
を
輔
佐
す
る
集
団
指
導
体
制
を
布
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る

(
以
下
、
集
団
指
導
体
制
に
参
画
す
る

｢

親
劉
保
派｣

・｢

順
帝

擁
立
派｣
ら
を
、
便
宜
的
に
、｢

順
帝
親
政
派｣

と
総
称
す
る)

。

こ
の
集
団
指
導
体
制
に
参
画
し
た
人
物
の
う
ち
、
車
騎
将
軍
来
歴
は
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尚
主
婚
家
の
出
身
で
あ
り
、
太
尉
劉
光
は
肺
腑
に
該
当
す
る
。
と
り
わ

け
劉
光
は

｢

尚
書
の
事
を
録｣

べ
、
国
政
を
総
覧
し
た
。
こ
こ
で
は
順

帝
の
血
族

(

肺
腑)

と
姻
族

(

尚
主
婚
家)

が
政
策
案
の
作
成
と
審
議

に
参
加
し
て
い
た
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

(

三)

三
公
・
尚
書
と
集
団
指
導
体
制

｢

順
帝
親
政
派｣
に
よ
る
集
団
指
導
体
制
が
布
か
れ
た
当
時
の
政
治

状
況
を
具
体
的
に
示
す
史
料
と
し
て
、『

後
漢
書』

巻
三
七
桓
栄
列
伝

附
桓
焉
列
伝
が
あ
る
。

順
帝
、
即
位
す
る
や
、
太
傅
を
拜
し
、
太
尉
朱
寵
と
與
に
竝
び
に

尚
書
の
事
を
録
す
。(

桓)

焉
、
復
た
入
り
て
經
を
禁
中
に
授
け
、

因
り
て
讌
見
し
、
建
言
す
ら
く
、｢
宜
し
く
三
公
・
尚
書
を
引
き

入
れ
て
事
を
省み

さ
し
む
べ
し｣

と
。
帝
、
之
に
從
う
。

順
帝
は
帝
位
を
継
承
す
る
と
、
太
傅
桓
焉
の
建
言
に
従
い
、
三
公
・
尚

書
を

｢

入｣

れ
て

｢

事
を
省｣

さ
せ
た
。
か
か
る
措
置
は
、『
後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
元
年
条
に

九
月
辛
亥
、
初
め
て
三
公
・
尚
書
を
し
て
入
り
て
事
を
奏
せ
し
む
。

と
あ
る
通
り
、
永
建
元
年
九
月
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
右
の
桓
焉
列
伝
に
お
い
て
三
公
・
尚
書
に
委
ね
ら
れ
た

｢

事
を
省｣

る
と
は
如
何
な
る
行
為
を
指
し
、
そ
れ
は
ど
こ
に

｢

入｣

っ

て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
順
帝
紀
に
は
、
順
帝
が
三
公
・
尚

書
を

｢

入｣

れ
て

｢

事
を
奏｣

さ
せ
た
と
記
し
て
い
る
。
す
る
と
、
こ

の
記
事
に
対
応
す
る
桓
焉
列
伝
の

｢

事
を
省｣

る
と
は
、
三
公
・
尚
書

が
政
事
に
関
す
る
事
柄
を
順
帝
に
奏
上
し
た
こ
と
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。

他
方
、
三
公
・
尚
書
が

｢

入｣

っ
た
具
体
的
な
場
所
を
検
証
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
官
の
官
衙
の
位
置
に
注
目
す
る
こ
と
が
有
効

で
あ
る
。
後
漢
洛
陽
城
の
都
城
の
内
部
に
は
、
南
宮
と
北
宮
と
い
う
二

つ
の
宮
城
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
宮
城
の
内
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
前
殿

と
総
称
さ
れ
る
建
物

(

徳
陽
殿
・
崇
徳
殿
・
南
宮
前
殿
・
嘉
徳
殿
な
ど)

と
、
禁
中
と
呼
ば
れ
る
建
物
群
が
あ
り
、
前
者
は
皇
帝
の
主
た
る
執
務

場
所
、
後
者
は
皇
帝
の
生
活
空
間
で
あ
っ
た
。
三
公
の
官
衙
は
南
宮
の

東
門
の
外
に
、
尚
書
台
の
官
衙
は
前
殿
・
禁
中
と
同
じ
く
南
宮
の
内
部

(

禁
中
の
外
部)

に
設
け
ら
れ
て
い
た

(�)

。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
官
衙

を
出
発
し
た
三
公
・
尚
書
が
と
も
に
並
ん
で

｢

入｣

る
こ
と
が
可
能
な

場
所
は
、
前
殿
ま
た
は
禁
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
三
公
・
尚
書
は
、
前
殿
・
禁
中
の
い
ず
れ
に

｢

入｣

っ
て
順

帝
に
奏
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『

後
漢
書』

虞��
列
伝
に
、
中
常
侍

張
防
を
弾
劾
し
た
司
隷
校
尉
虞��
が
、
か
え
っ
て
張
防
に
よ
り
無
実
の

罪
に
陥
れ
ら
れ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宦
者
孫
程
・
張
賢
等
、(

虞)��
の
忠
を
以
て
罪
を
獲
る
を
知
り
、

乃
ち
相
率
い
て
奏
し
、
見
え
ん
こ
と
を
乞
う
。
程
、
曰
く
、｢

…
…

司
隸
校
尉
虞��
は
、
陛
下
の
爲
に
忠
を
盡
く
す
に
、
而
る
に
更
に

拘�
を
被
る
。
常
侍
張
防
は
、
臧
罪
、
明
正
に
し
て
、
反
り
て
忠

良
を
搆
う
。
今
、
客
星
、
羽
林
を
守
る
。
其
の
占
に
、｢

宮
中
に

姦
臣
有
り｣

と
。
宜
し
く
急
ぎ
防
を
收
め
て
獄
に
送
り
、
以
て
天

變
を
塞
ぎ
、
詔
を
下
し
て��
を
出
だ
し
、
還
た
印
綬
を
假
す
べ
し｣
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と
。
時
に
防
、
立
ち
て
帝
の
後
に
在
り
。
程
、
乃
ち
防
を
叱
り
て

曰
く
、｢

姦
臣
張
防
、
何
ぞ
殿
を
下
ら
ざ
る｣

と
。
防
、
已
む
を

得
ず
、
趨
り
て
東
箱
に
就
く
。
程
、
曰
く
、｢

陛
下
、
急
ぎ
防
を

收
め
、
阿
母
よ
り
請
を
求
め
し
む
る
こ
と
無
か
れ｣

と
。
帝
、�

尚
書
に
問
う
。
尚
書
賈
朗
、
素
よ
り
防
と
善
し
、��
の
罪
を
證
す
。

帝
、
焉
れ
を
疑
う
。

孫
程
ら
宦
官
は
順
帝
に
朝
見
し
て
、
虞��
の
無
実
と
張
防
の
罪
過
を
直

接
訴
え
、
そ
の
場
に
い
た
張
防
に
前
殿
よ
り
下
る
よ
う
叱
責
し
た
。
こ

れ
を
う
け
て
張
防
が
東
箱
に
退
出
す
る
と
、
順
帝
は
賈
朗
を
は
じ
め
と

す
る
尚
書
た
ち
に
意
見
を
求
め
た
。

東
箱

(

東
廂)

は
、『

後
漢
書』

巻
六
一
周
挙
列
伝
に

陽
嘉
三
年
、
…
…
是
の
歳
、
河
南
・
三
輔
、
大
旱
あ
り
、
五
穀
、

�
傷
す
。
天
子
、
親
自
ら�
陽
殿
の
東
廂
に
露
坐
し
て
雨
を
請
う
。

又
た
司
隸
・
河
南
に
下
し
、
河�
・
名
山
・
大
澤
に�
祀
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
洛
陽
城
の
北
宮
の
正
殿
た
る
徳
陽
殿
に
付
設
さ
れ
て

い
た

(�)

。
ま
た
、
右
の
虞��
列
伝
に
対
応
す
る

『

後
漢
書』

巻
七
八
宦
者

列
伝
に永

建
元
年
、(

孫)

程
、
張
賢
・
孟
叔
・
馬
國
等
と
與
に
司
隸
校

尉
虞��
の
爲
に
罪
を
訟
え
、
表
を
懷
き
て
殿
に
上
り
、
左
右
を
呵

叱
す
。(

順)

帝
、
怒
り
、
遂
に
程
の
官
を
免
じ
、
因
り
て
悉
く

十
九
侯
を
遣
わ
し
て
就
國
せ
し
む
。
後
に
徙
し
、
程
を
封
じ
て
宜

城
侯
と
爲
す
。

と
あ
り
、
孫
程
ら
は
前
殿
に
お
い
て
側
近

(

具
体
的
に
は
張
防)

を
叱

責
し
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
こ
の
時
に
孫
程
ら
と
張
防
の
や
り

取
り
を
見
て
い
た
尚
書
た
ち
は
、
前
殿

(

具
体
的
に
は
徳
陽
殿)

の
内

部
で
順
帝
の
側
に
侍
り
執
務
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
孫
程
ら
が
張
防
を
叱
責
し
た
事
件
が
発

生
し
た
時
期
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、
順
帝
が
司
隷
校
尉
在
官
中
の

虞��
の
上
書
に
基
づ
い
て
司
空
陶
敦
を
罷
免
し
た
の
は
、
永
建
元
年
一

〇
月
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
右
の
事
件
は
、
虞��
が
司
隷
校
尉
に
在
官

し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
永
建
元
年
一
〇
月
以
降
に
起
き
た
こ
と
に
な

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
太
傅
桓
焉
が
三
公
・
尚
書
を

｢

入｣

れ
て

奏
上
さ
せ
る
よ
う
提
言
し
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
永
建
元
年
九

月
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
右
の
虞��
列
伝
の
記
事
は
、
尚
書
が
前
殿

に

｢

入｣

っ
て
順
帝
に
奏
上
し
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
も
の
、

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
太
傅
桓
焉
の
提
言
に
よ
り
三
公
・
尚
書
が

｢

入｣

っ
た
場
所
は
、
洛
陽
城
の
北
宮
・
南
宮
の
内
部
に
あ
る
前
殿
、
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
右
の
虞��
列
伝
に
お
い
て
、
尚
書
賈
朗
が

自
分
の
意
見
を
順
帝
に
直
接
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
殿
に

お
け
る
三
公
・
尚
書
の
奏
上
は
、
順
帝
に
対
し
て
直
接
口
頭
で
行
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
三
公
・
尚
書
は
前
殿
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
事
柄
を
奏
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、『

後
漢
書』

巻
六
一

左
雄
列
伝
で
あ
る
。
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永
建
の
初
め
、
公
車
も
て
徴
し
て
議�
に
拜
す
。
時
に
順
帝
、
新

た
に
立
ち
、
大
臣
、
懈
怠
し
て
、
朝
、
多
く
政
を
闕
く
。(

左)

雄
、
數�
事
を
言
い
、
其
の
辭
、
深
切
た
り
。
尚
書
僕
射
虞��
、

雄
の
有
忠
公
節
な
る
を
以
て
上
疏
し
、
之
を
薦
め
て
曰
く
、｢

…
…

伏
し
て
見
る
に
、
議�
左
雄
は
、
數�
封
事
を
上
り
、
陛
下
の
身

の
難�
に
遭
う
を
引
き
て
至
り
、
以
て
警
戒
を
爲
す
。
…
…
宜
し

く
擢
ん
で
て
喉
舌
の
官
に
在
ら
し
む
べ
し
。
必
ず
匡
弼
の�
有
ら

ん｣

と
。
是
れ
に
由
り
て
雄
を
尚
書
に
拜
し
、
再
遷
し
て
尚
書
令

た
り
。
…
…
雄
の
納
言
を
掌
り
て
よ
り
、
匡
肅
す
る
所
多
し
。
章

表
奏
議
有
る
毎
に
、
臺
閣
、
以
て
故
事
と
爲
す
。

順
帝
の
帝
位
継
承
後
、
議
郎
左
雄
は
大
臣
が
怠
慢
で
国
政
が
滞
っ
て
い

る
こ
と
を
問
題
視
し
、
順
帝
に
た
び
た
び
進
言
し
た
。
尚
書
僕
射
虞��

は
、
左
雄
の
忠
節
と
進
言
の
内
容
を
高
く
評
価
し
、
国
政
を
正
し
助
け

さ
せ
る
た
め
に
彼
を
尚
書

(｢

喉
舌
の
官｣

・｢

納
言｣)
に
任
用
す
る
よ

う
求
め
た
。
か
く
し
て
尚
書
・
尚
書
令
を
歴
任
し
た
左
雄
は
、
国
政
を

多
く
正
し
、
彼
の
上
奏
文
や
奏
上
の
内
容
は
故
事
と
な
っ
た
と
い
う
。

虞��
は
、
先
述
の
ご
と
く
永
建
元
年
に
司
隷
校
尉
に
任
官
し
た
が
、

そ
の
後
、
議
郎
に
転
任
し
、
さ
ら
に
そ
の
数
日
後
に
尚
書
僕
射
に
転
任

し
た

(『

後
漢
書』

虞��
列
伝)

。
前
掲

『

後
漢
書』

虞��
列
伝
の
後
文

に
は
、
彼
が
司
隷
校
尉
在
官
時
に
太
傅
馮
石
・
太
尉
劉
熹
ら
を
摘
発
し

た
後
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
公
、(

虞)��
の
盛
夏
に
多
く
無
辜
を
拘�
し
、
吏
人
の
患
い

と
爲
る
を
劾
奏
す
。��
、
上
書
し
自
訟
し
て
曰
く
、｢

…
…
臣
の

發
擧
す
る
所
、
臧
罪
は
一
に
非
ざ
れ
ば
、
二
府
、
臣
の
奏
す
る
所

と
爲
る
を
恐
れ
、
遂
に
誣
罪
を
加
う
。
臣
は
將
に
史
魚
の
死
に
從

い
、
即
ち
尸
を
以
て
諫
め
ん
と
す
る
の
み｣

と
。
順
帝
、
其
の
章

を
省
、
乃
ち
爲
に
司
空
陶
敦
を
免
ず
。

三
公
は
虞��
が
盛
夏
に
罪
無
き
者
た
ち
を
多
く
捕
え
た
こ
と
を
理
由
に

彼
を
劾
奏
し
た
が
、
順
帝
は
虞��
の
上
書
に
基
づ
い
て
司
空
陶
敦
を
罷

免
し
た
。
陶
敦
が
罷
免
さ
れ
た
の
は
永
建
元
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
る

の
で

(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
元
年
条)

、
虞��
が
尚
書
僕
射
に
転

任
し
た
の
は
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
尚
書
僕
射
虞��

が
左
雄
を
尚
書
に
任
用
す
る
よ
う
求
め
た
の
は
、
三
公
・
尚
書
に
よ
る

前
殿
で
の
奏
上
が
開
始
さ
れ
た
後
の
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

虞��
は
左
雄
が
前
殿
で
の
奏
上
を
通
じ
て
国
政
を
正
し
助
け
る
こ
と
を

期
待
し
、
彼
を
尚
書
に
任
用
す
る
よ
う
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
三
公
・
尚
書
に
よ
る
前
殿
で
の
奏
上
は
、
順
帝
に
よ

る
国
政
運
営
の
誤
り
を
正
し
助
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
当
時
は

｢

順
帝

親
政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
が
布
か
れ
て
い
た
。
三
公
・
尚
書
に

よ
る
奏
上
は
、
こ
の
集
団
指
導
体
制
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
が
以
前
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
尚
書
台
は
文
書
伝
達

(

上
奏
文

な
ら
び
に
詔
の
伝
達)

を
担
当
す
る
官
署
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

尚
書
台
は
、
公
府
・
将
軍
府
の
よ
う
に
政
策
形
成
に
中
心
的
に
参
加
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
側
近
官

(

侍
中
・
中
常
侍
・
大
夫
・
議
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郎)

の
よ
う
に
皇
帝
の
諮
問
に
応
じ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た

(�)
。
だ
が
、
上
奏
文
と
詔
の
論
拠
と
し
て
用
い
る
故
事
が
尚
書

台
に
保
管
さ
れ
て
い
た
た
め

(�)
、
元
服
前
の
順
帝
を
輔
佐
す
る
集
団
指
導

体
制
下
に
お
い
て
は
、
国
政
を
正
し
助
け
る
役
割
が
尚
書
台
に
臨
時
的

に
委
ね
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。

第
三
節

順
帝
の
元
服
と
政
策
形
成

順
帝
は
、
車
騎
将
軍
来
歴
と
太
傅
桓
焉
が
罷
免
さ
れ
た
翌
年
の
永
建

四
年

(

一
二
九)

正
月
に
一
五
歳
で
元
服
し
、
三
公
に
は
太
尉
劉
光
・

司
徒
許
敬
・
司
空
張
皓
が
引
き
続
き
在
官
し
た
。
こ
れ
以
降
、
順
帝
が

崩
御
す
る
ま
で
車
騎
将
軍
と
太
傅
は
再
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
三
公

に
は
如
何
な
る
人
物
が
任
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

劉
光
・
張
皓
は
永
建
四
年
八
月
に
罷
免
さ
れ
、
そ
の
後
任
と
し
て
大

鴻
臚�
参
が
太
尉
に
、
太
常
王�
が
司
空
に
昇
進
し
た
。
こ
の
時
、�

参
は

｢

尚
書
の
事
を
録｣

べ
、
国
政
を
総
覧
し
た

(『

後
漢
書』
順
帝

紀
・
永
建
四
年
条)

。
同
年
一
一
月
に
は
許
敬
が
罷
免
さ
れ
、
宗
正
劉

崎
が
司
徒
と
な
っ
た
。
陽
嘉
二
年

(

一
三
三)

五
月
、
王�
が
罷
免
さ

れ
て
太
常
孔
扶
が
司
空
に
昇
進
し
、
同
年
七
月
に
は�
参
が
罷
免
さ
れ

て
大
鴻
臚
施
延
が
太
尉
に
昇
進
し
た
。
同
三
年

(

一
三
四)

一
一
月
に

な
る
と
、
劉
崎
・
孔
扶
が
罷
免
さ
れ
、
大
司
農
黄
尚
が
司
徒
に
、
光
禄

勲
王
卓
が
司
空
に
昇
進
し
た
。

で
は
、
右
に
挙
げ
た
人
物
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
出
自
と
政
治
姿
勢

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。�
参
は
、
安
帝
期
に
漢
陽
太
守
・
護

羌
校
尉
を
歴
任
し
て
対
羌
戦
争
に
従
事
し
、
羌
人
の
侵
攻
を
受
け
る
涼

州
を
放
棄
す
る
よ
う
大
将
軍��
に
進
言
し
た
。
順
帝
期
に
な
る
と
、

永
建
元
年
に
度
遼
将
軍
と
な
り
、
同
四
年
に
は
大
鴻
臚
と
な
っ
た
。
そ

の
後
、�
参
が
太
尉
に
昇
進
し
た
の
は
、
彼
を

｢

宰
相
の
器
能｣

(『

後

漢
書』

巻
五
一�
参
列
伝)

を
有
す
る
人
物
と
評
価
し
た
尚
書
僕
射
虞

��
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
虞��
は

司
隷
校
尉
在
官
時
に

｢

反
劉
保
派｣

を
摘
発
し
た
人
物
で
あ
る
。�
参

が
虞��
と
政
治
姿
勢
を
同
じ
く
し
て
い
た
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

��
に
才
能
を
認
め
ら
れ
た
点
に
お
い
て
許
敬
や
張
皓
と
共
通
す
る
。

王�
は
、
安
帝
期
に
尚
書
・
司
隷
校
尉
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
汝
南

太
守
在
官
中
の
永
建
元
年
に
順
帝
の
徴
召
を
受
け
て
太
僕
に
任
官
し
、

さ
ら
に
太
常
に
転
任
し
た
。
先
に
確
認
し
た
通
り
、
永
建
元
年
は

｢

順

帝
親
政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
が
布
か
れ
た
年
で
あ
り
、
ま
た
順

帝
は
元
服
前
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
王�
に
対
す
る
徴
召
は
、
順
帝
の

意
思
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
団
指
導
体
制
を
布
く

｢

順
帝

親
政
派｣

の
意
向
に
沿
う
も
の
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

劉
崎
の
詳
し
い
事
績
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
司
徒
に
昇
進
す
る

ま
で
宗
正
に
任
官
し
て
い
た
こ
と
、
な
ら
び
に
子
の
劉
寛
が
霊
帝
期
に

宗
正
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら

(『

後
漢
書』

巻
二
五
劉
寛
列
伝)

、
肺

腑
に
該
当
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

孔
扶
は
、
孔
子
の
一
九
代
目
の
後
裔
で
あ
る
。
徴
召
を
受
け
て
博
士

に
任
官
し
た
後
、
太
常
を
経
て
司
空
に
昇
進
し
た
が
、
旱
魃
の
発
生
を
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理
由
に
策
免
さ
れ
、
そ
の
後
は
弘
農
太
守
に
任
官
し
た

(�)

。
施
延
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
、
皇
太
子
劉
保
の
廃
位
に
反
対
し
た
人
物
で
あ
る
。
黄

尚
は
、『

太
平
御
覧』

巻
四
九
六
・
諺
下
条
引

『

楚
国
先
賢
伝』

に

諺
に
曰
く
、｢

黄
尚
、
司
隸
と
爲
り
、
奸
慝
、
自
ら
弭
う
。
左
雄
、

尚
書
令
と
爲
り
、
天
下
、
選
擧
を
愼
む｣

と
。

と
あ
る
よ
う
に
、
順
帝
期
に
司
隷
校
尉
に
任
官
し
、
そ
の
治
績
を
尚
書

令
左
雄
と
並
ん
で
称
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
出
自
や
司
徒
在
官
中

と
そ
れ
以
前
の
詳
し
い
事
績
は
、
史
書
中
か
ら
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

王
卓
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
自
と
詳
し
い
事
績
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
順
帝
の
元
服
以
降
の
三
公
任
官
者
の
う
ち
、
そ
の

政
治
姿
勢
を
史
書
中
か
ら
明
確
に
確
認
で
き
る
者
は
、
施
延
の
み
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た�
参
・
王�
・
劉
崎
・
孔
扶
・
施
延
・
黄

尚
・
王
卓
は
い
ず
れ
も
、
三
公
に
昇
進
す
る
直
前
ま
で
九
卿
に
在
官
し

て
い
た
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
な
か
で
も�
参
・
王�
・
劉
崎

が
九
卿
に
在
官
し
た
時
期
は
、｢

順
帝
親
政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体

制
が
布
か
れ
て
い
た
時
期
に
相
当
す
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
後
漢
の
九

卿
が
三
公
な
ど
と
と
も
に
集
議
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

�
参
ら
三
名
は
集
団
指
導
体
制
に
参
画
し
た
人
物
、
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
孔
扶
・
施
延
・
黄
尚
・
王
卓
が
九
卿
に
在
官
し
た
時

期
は
、�
参
・
王�
・
劉
崎
が
三
公
に
在
官
し
た
時
期
に
相
当
す
る
と

み
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
孔
扶
ら
四
名
も
ま
た
集
団
指
導
体

制
に
参
画
し
た
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、｢

順
帝

親
政
派｣

が
順
帝
に
よ
る
統
治
を
輔
佐
す
る
体
制
は
、
元
服
以
降
も
引

き
続
き
布
か
れ
て
い
た
。

こ
の
時
期
、
張
皓
は
陽
嘉
元
年

(

一
三
二)

に
病
死
す
る
ま
で
廷
尉

に

(『

後
漢
書』

巻
五
六
張
皓
列
伝)

、
来
歴
は
同
二
年
に
病
死
す
る
ま

で
大
鴻
臚
に
在
官
し
て
い
た

(『

後
漢
書』

来
歙
列
伝
附
来
歴
列
伝)

。

ま
た
桓
焉
は
、
来
歴
の
死
後
に
そ
の
後
任
と
し
て
、
光
禄
大
夫
よ
り
大

鴻
臚
に
昇
進
し
た

(『

後
漢
書』

桓
栄
列
伝
附
桓
焉
列
伝)

。｢

順
帝
親

政
派｣

の
主
要
人
物
が
、
太
傅
・
三
公
・
車
騎
将
軍
を
罷
免
さ
れ
た
後

も
九
卿
を
本
官
と
し
て
集
議
に
参
加
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、｢

順

帝
親
政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
は
順
帝
の
元
服
以
降
も
引
き
続
き

布
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
永
建
七
年

(

一
三
二)

正
月
、
順
帝
は
梁
貴
人
を
皇
后

に
冊
立
し
、
そ
の
父
た
る
梁
商
を
執
金
吾
に
任
用
し
た
。
梁
商
の
叔
母

の
梁
貴
人

(

章
帝
の
側
妾)

は
和
帝
の
実
母
で
あ
り
、
大
叔
父
の
梁
松

は
舞
陽
長
公
主

(

光
武
帝
の
娘)

を
娶
っ
た
人
物
で
あ
る

(�)

。
梁
商
は
外

戚
で
あ
る
と
同
時
に
、
尚
主
婚
家
の
出
身
で
も
あ
っ
た
。

陽
嘉
三
年
、
順
帝
は
梁
商
を
執
金
吾
か
ら
大
将
軍
に
昇
進
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
こ
の
時
は
梁
商
が
病
を
理
由
に
固
辞
し
た
た
め
実
現
し
な
か
っ

た
が
、
順
帝
は
同
四
年

(

一
三
五)

四
月
に
太
尉
施
延
を
罷
免
し
て
、

前
の
太
尉
た
る�
参
を
そ
の
後
任
と
す
る
と
同
時
に
、
梁
商
を
大
将
軍

に
昇
進
さ
せ
て

｢

輔
政｣

(

皇
帝
に
よ
る
統
治
を
輔
佐
す
る
役
割)

の

任
を
委
ね
た

(�)
。『

後
漢
書』

巻
三
四
梁
統
列
伝
附
梁
商
列
伝
に

(

梁)
商
、
戚
屬
を
以
て
大
位
に
居
り
て
よ
り
、
存
う
毎
に
謙
柔

た
り
。
己
を
虚
し
く
し
て
賢
を
進
め
、
漢
陽
の
巨
覽
、
上
黨
の
陳
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龜
を
辟
し
て
掾
・
屬
と
爲
し
、
李
固
・
周
擧
を
從
事
中�
と
爲
す
。

是
に
於
い
て
京
師
、
翕
然
と
し
、
稱
え
る
に

｢

良
輔｣

と
爲
す
。

(
順)

帝
、
重
く
焉
れ
に
委
ぬ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
梁
商
は
順
帝
か
ら
政
事
を
委
任
さ
れ
、
そ
の

諮
問
に
応
じ
て
い
た
。
こ
の
記
事
に
基
づ
く
と
、
梁
商
に
よ
る

｢

輔
政｣

と
は
、
具
体
的
に
は
、
順
帝
の
諮
問
へ
の
応
対
を
通
じ
て
そ
の
意
思
決

定
に
直
接
参
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
大
将

軍
を
本
官
と
す
る
梁
商
は
、
三
公
と
と
も
に
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に

参
加
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
三
公
は

太
尉�
参
・
司
徒
黄
尚
・
司
空
王
卓
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

｢

順
帝
親
政

派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
に
九
卿
と
し
て
参
画
し
て
い
た
。
す
る
と
、

梁
商
は
、
そ
れ
ま
で
集
団
指
導
体
制
を
布
い
て
い
た

｢

順
帝
親
政
派｣

と
連
携
し
つ
つ
、
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
梁
商
に
よ
る

｢
輔
政｣

を

｢

順

帝
親
政
派｣

が
支
え
る
体
制
を
、
順
帝
が
新
た
に
構
築
し
た
も
の
と
い

え
る
。

先
に
確
認
し
た
通
り
、
順
帝
の
元
服
以
前
に
は
、
そ
の
血
族

(
肺
腑)

と
姻
族

(

尚
主
婚
家)

が
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
し
て
い
た
。

元
服
以
降
は
肺
腑
の
劉
光
・
劉
崎
が
三
公
に
任
官
し
、
な
か
で
も
劉
光

は

｢

尚
書
の
事
を
録｣

べ
、
国
政
を
総
覧
し
た
。
ま
た
、
順
帝
の
姻
族

(

外
戚
か
つ
尚
主
婚
家)

の
梁
商
が
大
将
軍
に
在
官
し
た
時
期
に
は
、

永
和
三
年

(

一
三
八)

九
月
に
光
禄
勲
劉
寿
が
司
徒
に
昇
進
し
た

(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
和
三
年
条)

。
劉
寿
は
、
史
書
中
に
そ
の
名

が
舂
陵
侯
家
を
祖
と
す
る
各
王
家
の
直
系
と
し
て
は
見
え
な
い
こ
と
か

ら
、
肺
腑
に
該
当
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
順
帝
の

血
族

(

肺
腑)

は
、
順
帝
の
元
服
以
降
、
梁
商
政
権
に
至
る
ま
で
引
き

続
き
、
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
節

順
帝
の
親
政
の
展
開
と
そ
の
政
治
的
背
景

前
節
ま
で
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
順
帝
の
親
政
は
、
①
宦
官
と

｢

順

帝
擁
立
派｣

に
よ
る

｢

反
劉
保
派｣

の
取
り
込
み
と
そ
の
挫
折
、
②

｢

順
帝
親
政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
の
構
築
、
③
姻
族

(

外
戚
か

つ
尚
主
婚
家)

の
梁
氏
に
よ
る

｢

輔
政｣

、
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経

て
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
順
帝
の
血

族

(

肺
腑)

と
姻
族

(

尚
主
婚
家
・
外
戚)

が
政
策
案
の
作
成
と
審
議

に
参
加
し
て
い
た
。
か
か
る
順
帝
期
の
政
治
過
程
の
背
景
に
は
、
如
何

な
る
政
治
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
順
帝
の
帝
位
継
承
は
、
閻
氏
誅
滅
の

政
変
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
徐
芬
・
翁
頻
両
氏
の
指

摘
す
る
通
り
、
北
郷
侯
期
・
順
帝
期
に
お
い
て
、
臣
下
た
ち
の
多
く
は

順
帝
劉
保
を
安
帝
の
正
統
な
継
嗣
と
認
識
し
て
い
た

(�)

。
た
と
え
ば
前
掲

『
後
漢
書』

順
帝
紀
・
即
位
年
条
に
よ
る
と
、
順
帝
が
帝
位
を
継
承
し

た
直
後
に
百
官
を
召
集
し
た
時
、｢

順
帝
擁
立
派｣

の
尚
書
令
劉
光
ら

は
、
順
帝
を
安
帝
か
ら

｢

宗
廟｣

を
受
け
継
ぐ
べ
き

｢

正
統｣

な
継
嗣

と
評
価
し
、
そ
の
順
帝
が

｢

北
郷｣

(

北
郷
侯)

の
崩
御
後
に

｢

踐
祚｣
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(

帝
位
継
承)

し
た
こ
と
を

｢

祖
宗
の
無
窮
の
烈
を
承
續｣

す
る
も
の

と
み
な
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
両
漢
代
に
お
い
て
皇
帝
崩
御
時
に
皇
子
・
兄
弟
が
と
も
に

い
な
い
場
合
、
も
し
く
は
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟
も
帝
位
継
承
者
と
し
て

不
適
当
な
場
合
に
は
基
本
的
に
、
今
文
学
説
を
論
拠
と
し
て
、
皇
帝
と

傍
系

(

皇
帝
の
子
の
世
代)

の
間
ま
た
は
皇
帝
の
父
と
傍
系

(

皇
帝
の

父
の
子
の
世
代)

の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
た
上
で
、
傍
系
に
帝
位

を
継
承
さ
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
第
五
代
の
殤
帝

(

和
帝
の
末
子
。

在
位�
一
〇
五
〜
一
〇
六)
の
崩
御
後
、�
太
后
は
、
今
文
学
説
を
論

拠
と
し
て
和
帝
と
傍
系
の
劉�(
清
河
王
劉
慶
の
子
、
和
帝
の
甥)

の

間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

(

和
帝
の
継
嗣)

と
定
め
た
上
で
、
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
さ
せ
た

(『

後
漢
書』

安
帝
紀
・
即
位
年
条) (�)
。
他
方
、
北
郷
侯
に
つ
い
て
は
、

『

後
漢
紀』

巻
一
七
安
帝
紀
下
・
延
光
四
年
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
月
、
…
…
辛
未
、
乃
ち
喪
を
發
す
。(

閻)

皇
后
、
兄
の
閻
顯

と
謀
り
、
徴
す
所
の
濟
北
王
の
子
た
る
北
郷
侯

(

劉)
懿
を
以
て

帝
の
嗣
と
爲
し
、
閻
顯
を
以
て
車
騎
將
軍
と
爲
す
。
乙
酉
、
北
郷

侯
、
皇
帝
位
に
即
き
、(

閻)

太
后
、
臨
朝
す
。

安
帝
の
崩
御
後
、
閻
太
后
は
傍
系
の
北
郷
侯
を

｢

帝
の
嗣｣

(

安
帝
の

継
嗣)

と
定
め
た
。
だ
が
、
閻
太
后
が
如
何
な
る
論
拠
に
基
づ
い
て
北

郷
侯
を

｢

帝
の
嗣｣

と
定
め
た
の
か
は
、
史
書
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
も
、
安
帝
と
そ
の
従
弟
に
あ
た
る
北
郷
侯
は
同
世
代
で
あ
る

た
め
、
閻
太
后
が
今
文
学
説
を
論
拠
と
し
て
安
帝
と
北
郷
侯
の
間
で
父

子
関
係
を
擬
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
閻
太
后
は
、

本
来
で
あ
れ
ば
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
す
る
資
格
の
無
い
北
郷
侯
を

｢

帝
の
嗣｣

と
強
引
に
定
め
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
北
郷

侯
の
正
統
性
は
著
し
く
欠
如
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
帝
の
皇

子
た
る
劉
保
は
帝
位
継
承
者
と
し
て
必
ず
し
も
不
適
当
で
は
な
く
、
彼

こ
そ
が
安
帝
か
ら
帝
位
を
継
承
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
、
北
郷
侯
を
安
帝
の

｢

正
統｣

な
継
嗣
と
は
認
め

な
か
っ
た
の
で
あ
る

(�)

。

と
こ
ろ
が
、『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
即
位
年
条
に
、
次
の
よ
う
に
あ

る
。

十
一
月
、
…
…
己
卯
、
少
帝
を
葬
る
に�
王
の
禮
を
以
て
す
。
…
…

癸
卯
、
尚
書
、
奏
請
す
ら
く
、｢

有
司
に
下
し
て
、
延
光
三
年
九

月
丁
酉
の
皇
太
子
を
以
て
濟
陰
王
と
爲
す
詔
書
を
收
め
還
さ
し
め

ん｣

と
。
奏
、
可
と
せ
ら
る
。

順
帝
は
帝
位
を
継
承
し
た
延
光
四
年
一
一
月
に
、｢

少
帝｣

こ
と
北
郷

侯
を
天
子
の
礼
で
は
な
く

｢�
王
の
禮｣

(

諸
侯
王
の
礼)

を
も
っ
て

葬
っ
た
。
そ
の
翌
月
に
は
尚
書
の
上
奏
に
従
い
、
安
帝
が
皇
太
子
劉
保

を
廃
位
す
る
た
め
に
下
し
た
延
光
三
年
九
月
丁
酉
の
詔
を
回
収
し
た
。

両
漢
代
に
お
い
て
、
一
旦
発
布
し
た
詔
を
後
に
回
収
し
た
事
例
は
、
右

の
順
帝
紀
以
外
に
は
史
書
中
に
見
え
ず
、
こ
の
点
に
お
い
て
延
光
三
年

九
月
丁
酉
の
詔
の
回
収
は
極
め
て
異
例
の
措
置
で
あ
っ
た
。
か
か
る
一

連
の
措
置
を
順
帝
の
名
に
お
い
て
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣
は
、
北
郷
侯
の
帝
位
継
承
を
無
効
と
す
る
と
と
も
に
、
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皇
太
子
劉
保
の
廃
位
を
撤
回
し
、
そ
れ
を
通
じ
て

｢

順
帝
が
安
帝
の
継

嗣
と
し
て
帝
位
を
継
承
し
た｣

と
い
う
形
式
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
逆
説
的
に
言
え
ば
、
閻
氏
誅
滅
の
政
変
に
よ
り
帝
位
を
継
承
し
た

順
帝
の
正
統
性
は
、
右
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
確
保
し
得
な

い
ほ
ど
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
延
光
四

年
当
時
の
宦
官
と

｢
順
帝
擁
立
派｣

に
と
っ
て
は
、
順
帝
の
正
統
性
を

早
急
に
確
保
し
て
、
そ
の
統
治
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で

あ
っ
た

(�)
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
順
帝
が
帝
位
を
継
承
し
た
当
時
、
太
傅
馮
石
を
は

じ
め
と
す
る

｢

反
劉
保
派｣

は
中
央
政
府
に
残
存
し
て
お
り
、
閻
太
后

も
永
建
元
年
正
月
辛
未
ま
で
存
命
で
あ
っ
た

(『

後
漢
書』

順
帝
紀
・

永
建
元
年
条)

。
こ
れ
に
関
連
し
て
、『

後
漢
書』

周
挙
列
伝
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

延
光
四
年
、
司
徒
李�
の
府
に
辟
せ
ら
る
。
時
に
宦
者
孫
程
等
、

既
に
順
帝
を
立
て
、�
閻
を
誅
滅
す
。
議�
陳
禪
、
以
爲
え
ら
く
、

｢

閻
太
后
は
帝
と
母
子
の
恩
無
け
れ
ば
、
宜
し
く
別�
に
徙
し
て
、

朝
見
を
絶
つ
べ
し｣

と
。
羣
臣
・
議
者
、
咸
な
以
て
宜
し
と
爲
す
。

(

周)

擧
、�
に
謂
い
て
曰
く
、｢

…
…
今
、�
閻
、
新
た
に
誅
せ

ら
れ
、
太
后
、
幽
せ
ら
れ
て
離
宮
に
在
り
。
若
し
悲
愁
、
疾
を
生

み
、
一
旦
、
不
虞
あ
ら
ば
、
主
上
、
將
に
何
を
以
て
天
下
に
令
せ

ん
と
す
。
如
し
禪
の
議
に
從
え
ば
、
後
世
、
咎
を
明
公
に
歸
す
。

宜
し
く
密
か
に
朝
廷
に
表
し
て
、
太
后
を
奉
じ
、
羣
臣
を
率�
し

て
、
朝
覲
、
舊
の
如
く
し
、
以
て
天
心
を
厭
い
、
以
て
人
望
に
荅

え
し
む
べ
し｣

と
。�
、
即
ち
上
疏
し
て
之
を
陳
ぶ
。
明
年
正
月
、

帝
、
乃
ち
東
宮
に
朝
す
。
太
后
、
此
れ
に
由
り
以
て
安
ん
ず
。

閻
氏
誅
滅
後
、
議
郎
陳
禅
は
順
帝
と
閻
太
后
の
間
に

｢

母
子
の
恩｣

が

無
い
こ
と
を
理
由
に
、
順
帝
に
よ
る
閻
太
后
へ
の
朝
見
を
取
り
止
め
る

こ
と
を
求
め
、
臣
下
た
ち
は
こ
の
意
見
に
賛
同
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

周
挙
は
、
朝
見
の
取
り
止
め
が
人
々
の
憎
悪
を
生
み
出
し
て
不
測
の
事

態
が
起
き
る
こ
と
を
危
惧
し
、
朝
見
を
継
続
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
李

�
は
周
挙
の
意
見
を
聞
き
入
れ
て
上
疏
し
、
こ
れ
を
う
け
て
順
帝
は
永

建
元
年
正
月
に
閻
太
后
に
朝
見
し
た
。
こ
の
事
例
か
ら
は
、
周
挙
や
李

�
を
は
じ
め
と
す
る
臣
下
た
ち
が
、
閻
太
后
や

｢

反
劉
保
派｣

の
動
向

を
警
戒
し
て
い
た
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、『

後
漢
書』

巻
一
〇
皇
后
紀
下
を
確
認
す
る
と
、
次
の
記
事

に
注
目
さ
れ
る
。

少
帝
、
立
ち
て
二
百
餘
日
に
し
て
疾
篤
し
。(

閻)

顯
の
兄
弟
及

び
江
京
等
、
皆
な
左
右
に
在
り
。
京
、
顯
を
引
き
屏
語
し
て
曰
く
、

｢

北
郷
侯
の
病
、
解
け
ざ
れ
ば
、
國
嗣
、
宜
し
く
時
に
定
む
る
こ

と
有
る
べ
し
。
前
に
濟
陰
王
を
用
い
ず
。
今
、
若
し
之
を
立
つ
れ

ば
、
後
に
必
ず
當
に
怨
む
べ
し
。
又
た
何
ぞ
早
に�
王
子
を
徴
し

て
、
置
く
所
を
簡
ば
ざ
る
か｣

と
。
顯
、
以
て
然
り
と
爲
す
。
少

帝
の
薨
ず
る
に
及
び
、
京
、(

閻)

太
后
に
白
し
、
濟
北
・
河�

の
王
子
を
徴
す
。
未
だ
至
ら
ず
し
て
、
中
黄
門
孫
程
、
合
わ
せ
て

江
京
等
を
謀
殺
し
、
濟
陰
王
を
立
つ
。
是
れ
順
帝
た
り
。

北
郷
侯

(｢

少
帝｣)
の
崩
御
後
、
江
京
は
北
郷
侯
の
継
嗣
の
候
補
者
と
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し
て
済
北
王
の
王
子
と
河
間
王
の
王
子
を
召
喚
す
る
よ
う
閻
太
后
に
進

言
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
洛
陽
城
に
到
着
す
る
前
に
孫
程
ら
に
よ
る

政
変
が
起
き
、
済
陰
王
劉
保
が
帝
位
を
継
承
し
た
。
当
時
の
済
北
王
は

劉
登

(
北
郷
侯
の
兄)

、
河
間
王
は
劉
開

(

和
帝
の
弟
、
北
郷
侯
の
叔

父)

で
あ
る

(『
後
漢
書』

順
帝
紀
、
同
巻
五
五
章
帝
八
王
伝)

。
し
た

が
っ
て
、
閻
太
后
に
召
喚
さ
れ
た
済
北
王
の
王
子
は
北
郷
侯
の
甥
に
、

河
間
王
の
王
子
は
北
郷
侯
の
従
兄
弟
に
相
当
す
る
。

こ
の
よ
う
な
北
郷
侯
崩
御
時
の
状
況
を
、
先
述
し
た
傍
系
の
帝
位
継

承
の
あ
り
方
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
済
北
王
の
王
子
に
つ
い
て
は
、

安
帝

(

閻
太
后
が
想
定
す
る
北
郷
侯
の
擬
制
上
の

｢

父｣)

ま
た
は
北

郷
侯
と
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
河
間
王
の
子
に
関
し
て
は
、
北
郷
侯
と
の
間
で
父
子
関
係
を
擬

制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。
す
る
と
、
北
郷
侯
が
崩
御
し
た
当
時
、
宗
室
の
な
か
に
は
、

帝
位
を
継
承
し
得
る
有
資
格
者
が
、
済
陰
王
劉
保
以
外
に
も
存
在
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
順
帝
に
よ
る
統
治
の
安
定
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
正
統
性
を
確
保
す
る
の
み
な
ら
ず
、
宗
室
な
ら
び
に

｢

反
劉
保
派｣

を
懐
柔
し
て
、
彼
ら
の
反
発
や
不
穏
な
動
き
を
抑
え
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

は
、｢

反
劉
保

派｣

を
自
分
た
ち
の
勢
力
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
前
掲

『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
元
年
条
所
載
の
正
月
甲
寅
の
詔
に
お
い
て

順
帝
は
、
宗
室
の
う
ち
罪
を
犯
し
て
属
籍
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
を
再
登

録
す
る
と
と
も
に
、
閻
顕
・
江
京
ら
と
交
際
し
て
い
た
者
を
罪
に
問
わ

な
い
よ
う
命
じ
た
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
詔
は
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

の
意
向
に
よ
り
発
布
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
の
詔
は
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

が
宗

室
な
ら
び
に

｢

反
劉
保
派｣

に
対
し
て
特
別
な
配
慮
を
示
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
が
順
帝
の
正
統
性
に
対
し
て
不
安
を
抱
い

て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
す
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
正
統
性
に
対
す
る
不
安
は
、
安
帝
の
継
嗣
問
題
に
起
因
す
る
も
の

と
み
な
し
得
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
宦
官
お
よ
び

｢

順
帝
擁

立
派｣

と

｢

反
劉
保
派｣

の
微
妙
な
関
係
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

右
の
よ
う
な

｢

反
劉
保
派｣

に
対
す
る
特
別
な
配
慮
は
、｢

順
帝
親

政
派｣

に
よ
る
集
団
指
導
体
制
が
構
築
さ
れ
た
後
も
引
き
続
き
な
さ
れ

た
。『

後
漢
書』

順
帝
紀
・
永
建
四
年
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

春
正
月
丙
寅
、
詔
し
て
曰
く
、｢

…
…
其
れ
天
下
を
赦
せ
。
甲
寅

の
赦
令
よ
り
已
來
は
秩
・
屬
籍
を
復
し
、
三
年
正
月
已
來
は
還
た

贖
わ
し
め
よ
。
其
れ
閻
顯
・
江
京
等
の
知
識
・
婚
姻
の
禁
錮
、
一

に
之
を
原
除
せ
よ
。
務
め
て�
和
を
崇
び
、
敬
い
て
時
令
に
順
い
、

典
に
遵
い
苛
を
去
り
、
以
て
朕
の
意
を
稱
れ｣

と
。
丙
子
、(

順)

帝
、
元
服
を
加
う
。

永
建
四
年
正
月
丙
寅
、
順
帝
は
元
服
に
先
立
ち
大
赦
を
下
し
、
宗
室
の

う
ち
永
建
元
年
正
月
甲
寅
の
詔
の
発
布
以
降
に
罪
を
犯
し
て
属
籍
か
ら

抹
消
さ
れ
た
者
を
再
登
録
す
る
と
と
も
に
、
閻
顕
・
江
京
ら
の
知
人
と
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姻
族
の
禁
錮
刑
を
解
除
す
る
よ
う
命
じ
た
。
ま
た
、
宗
室
の
属
籍
へ
の

再
登
録
は
、
同
順
帝
紀
・
陽
嘉
元
年
条
に

三
月
、
…
…
庚
寅
、(

順)

帝
、
辟
雍
に
臨
み
て
饗
射
し
、
天
下

に
大
赦
し
て
、
陽
嘉
と
改
元
す
。
詔
し
て
宗
室
の
屬
籍
を
絶
て
ら

れ
し
者
、
一
切
、
籍
を
復
せ
。

と
あ
る
よ
う
に
、｢
永
建｣

を

｢

陽
嘉｣

と
改
元
す
る
に
あ
た
り
大
赦

を
下
し
た
詔
に
お
い
て
も
命
じ
て
い
る

(�)
。
す
る
と
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁

立
派｣

は
、
順
帝
の
正
統
性
の
確
保
に
努
め
た
も
の
の
、
そ
の
目
的
を

必
ず
し
も
十
分
に
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、｢

順
帝
擁
立
派｣
に
よ
る

｢

反
劉
保
派｣

の
懐
柔
が

失
敗
し
た
こ
と
に
よ
り
、
順
帝
に
よ
る
円
滑
な
統
治
を
脅
か
す
不
安
要

素
は
か
え
っ
て
増
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、｢

反
劉
保
派｣

な

ら
び
に
宗
室
に
対
す
る
特
別
な
配
慮
が
、
右
の
ご
と
く
重
ね
て
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
順
帝
に
よ
る
統
治
の
安
定
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
帝
位
継
承
を
支
持
す
る
勢
力
を
新
た
に
形
成
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
特
に
政
策
案
の
作
成
と
審
議
を
担
当
す
る
諸
官
に
つ
い
て

は
、
順
帝
と
親
近
な
関
係
に
あ
る
人
物
を
任
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

｢

順
帝
擁
立
派｣

は

｢

親
劉
保
派｣

ら
と
連
携

し
て
集
団
指
導
体
制
を
構
築
し
、
そ
こ
に
順
帝
の
血
族

(

肺
腑)

と
姻

族

(

尚
主
婚
家)

を
積
極
的
に
参
画
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
陽
嘉
元
年
に
廷
尉
張
皓
が
、
そ
の
翌
年
に
は
大
鴻
臚
来

歴
が
病
死
し
た
。｢

順
帝
親
政
派｣

の
主
要
な
人
物
が
相
次
い
で
死
去

し
た
こ
と
に
よ
り
、
集
団
指
導
体
制
を
従
前
の
形
の
ま
ま
維
持
す
る
こ

と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
折
し
も
元
服
を
迎
え
た
順
帝
は
、
名

実
と
も
に
親
政
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、
従
来
の
集
団
指
導
体
制
の
代

わ
り
に
自
分
を
輔
佐
す
る
新
た
な
体
制
を
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
当
時
の
政
治
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
、『

後
漢
書』

周
挙
列

伝
が
あ
る
。

永
和
元
年
、�
異
、
數�
見
わ
る
。
省
内
、
之
を
惡
み
、
詔
し
て

公
・
卿
・
中
二
千
石
・
尚
書
を
召
し
、
顯
親
殿
に
詣
ら
し
め
、
問

い
て
曰
く
、｢

…
…
北
郷
侯
は
、
親
ら
天
子
と
爲
る
に
、
而
る
に

葬
る
に
王
の
禮
を
以
て
す
。
故
に
數��
異
有
り
。
宜
し
く
尊
謚

を
加
え
て
、
昭
穆
に
列
す
べ
し｣

と
。
羣
臣
・
議
者
、
多
く
宜
し

く
詔
旨
の
如
く
す
べ
し
と
謂
う
。(

周)

擧
、
獨
り
對
え
て
曰
く
、

｢

…
…
北�
侯
は
本
よ
り
正
統
に
非
ず
、
姦
臣
の
立
つ
る
所
な
り
。

立
ち
て�
を
踰
え
ず
、
年
號
、
未
だ
改
ま
ら
ず
、
皇
天
、
祐
け
ず
、

大
命
、
夭
昏
す
。
春
秋
に
、
王
子
猛
は

｢

崩｣

と
稱
さ
ず
、
魯
子

野
は

｢

葬｣

と
書
さ
ず
。
今
、
北
郷
侯
は
它
の
功�
無
き
も
、
王

の
禮
を
以
て
之
を
葬
り
、
事
に
於
い
て
已
に
崇
め
れ
ば
、
宜
し
く

謚
を
稱
う
べ
か
ら
ず
。��
の
來
た
る
は
、
此
れ
に
由
ら
ざ
る
な

り｣

と
。
是
に
於
い
て
司
徒�
尚
・
太
常
桓
焉
等
七
十
人
、
擧
と

議
を
同
じ
く
す
。(

順)

帝
、
之
に
從
う
。

永
和
元
年

(
一
三
六)

に
災
異
が
発
生
し
た
時
、
順
帝
は
そ
の
原
因
を
、

北
郷
侯
を
天
子
の
礼
で
は
な
く

｢

王
の
禮｣

(

諸
侯
王
の
礼)

を
も
っ
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て
葬
っ
た
こ
と
に
求
め
、
そ
こ
で
北
郷
侯
に
諡
号
を
追
贈
し
て
昭
穆
に

列
せ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
臣
下
た
ち
の
多
く
は
順
帝
に
賛
同
し
た
が
、

司
隷
校
尉
周
挙
の
み
は
北
郷
侯
が

｢

正
統｣

で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に

反
対
し
、
そ
の
た
め
北
郷
侯
へ
の
追
贈
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事

件
は
梁
商
が
大
将
軍
に
昇
進
し
た
陽
嘉
四
年
の
翌
年
に
起
き
た
も
の
で

あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
順
帝
と
臣
下
た
ち
の
や
り
取
り
か
ら
は
、
永
和

元
年
の
時
点
に
お
い
て
も
臣
下
た
ち
が
順
帝
の
正
統
性
に
対
す
る
不
安

を
払
拭
し
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
順
帝
自
身
も
自
分
の
正

統
性
に
不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

か
か
る
状
況
の
も
と
で
順
帝
が
統
治
の
安
定
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

自
分
と
親
近
な
関
係
に
あ
る
血
族

(
肺
腑)
・
姻
族

(

尚
主
婚
家
・
外

戚)

の
な
か
か
ら
自
ら
の
支
持
者
を
選
び
、
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に

中
心
的
に
参
加
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
順
帝
は
、
姻
族

(

外

戚
か
つ
尚
主
婚
家)

の
梁
商
を
大
将
軍
に
任
用
し
て

｢
輔
政｣

の
任
を

委
ね
、
そ
れ
を
通
じ
て
政
策
形
成
を
間
接
的
に
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
順
帝
が
梁
氏
を
任
用
し
て
親
政
し
た
背
景
に

は
、
順
帝
の
正
統
性
に
対
す
る
不
安
と
い
う
政
治
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
正
統
性
に
対
す
る
不
安
は
、
や
は
り
安
帝
の
継
嗣
問
題
に

起
因
す
る
も
の
と
み
な
し
得
る
。

永
和
六
年

(

一
四
一)

八
月
、
梁
商
が
大
将
軍
在
官
中
に
死
去
す
る

と
、
順
帝
は
、
そ
の
後
任
と
し
て
、
梁
商
の
子
た
る
執
金
吾
梁
冀
を
任

用
し
、
大
将
軍
の
官
を
事
実
上
世
襲
さ
せ
た
。
さ
ら
に
順
帝
は
、
肺
腑

た
る
司
徒
劉
寿
ら
を
三
公
に
引
き
続
き
在
官
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
は
、
姻
族

(

外
戚
か
つ
尚
主
婚
家)

の
梁
氏
に

｢

輔
政｣

の
任
を

世
襲
さ
せ
る
と
同
時
に
、
三
公
を
本
官
と
す
る
血
族

(

肺
腑)

と
と
も

に
彼
ら
を
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
順
帝
の

意
思
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
梁
冀
は
、『

後
漢
書』

巻
五
六��
列
伝
に

順
帝
の
末
、
侍
御
史
と
爲
る
。
時
に
遣
わ
す
所
の
八
使
た
る
光
祿

大
夫
杜
喬
・
周
擧
等
、
糾
奏
す
る
所
多
き
に
、
而
る
に
大
將
軍
梁

冀
及
び�
宦
官
、
互
い
に
爲
に
救
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
事
、
皆
な

�
遏
せ
ら
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
安
元
年

(

一
四
二)

の

｢

八
使
巡
行｣

(

八
名
の

監
察
官
が
順
帝
の
勅
命
に
よ
り
地
方
を
巡
察
し
た
出
来
事)

に
際
し
て
、

不
正
を
働
い
て
罪
に
問
わ
れ
た
地
方
長
官
の
後
ろ
盾
と
な
る
な
ど
、
権

勢
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
梁
冀
は
、
建
康
元
年

(

一
四
四)

八
月
に
順
帝
が
崩
御
し
た
後
も
、
第
九
代
の
冲
帝

(

在
位�
一
四
四
〜

一
四
五)

・
第
一
〇
代
の
質
帝

(

在
位�
一
四
五
〜
一
四
六)

・
桓
帝
の

も
と
で
専
権
を
振
る
い
、
つ
い
に
は
臣
下
た
ち
の
多
く
が
彼
を
周
公
に

準
え
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た

(�)

。
順
帝
は
、
梁
氏
に

｢

輔
政｣

の
任
を
世

襲
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
政
策
形
成
の
過
程
を
間
接
的
に
掌
握
し
よ
う

と
し
た
も
の
の
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
梁
氏
が
国
政
を
恣
意
的
に
運
用

す
る
事
態
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に
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本
稿
で
は
、
後
漢
に
お
け
る
皇
帝
支
配
の
特
色
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
順
帝
の
親
政
の
構
造
と
そ
の
政
治
的
な
背
景
を
検
証
し

た
。
そ
の
検
証
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
１
】
順
帝
の
親
政
は
、
①
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

に
よ
る

｢

反
劉

保
派｣
の
取
り
込
み
と
そ
の
挫
折
、
②

｢

順
帝
親
政
派｣

に
よ

る
集
団
指
導
体
制
の
構
築
、
③
姻
族

(

外
戚
か
つ
尚
主
婚
家)

の
梁
氏
に
よ
る

｢
輔
政｣

、
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
経
て
展
開

し
た
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
順
帝
の
血

族

(

肺
腑)

と
姻
族

(

尚
主
婚
家
・
外
戚)

が
政
策
案
の
作
成

と
審
議
に
参
加
し
て
い
た
。

【
２
】
順
帝
の
親
政
が
【
１
】
の
よ
う
に
展
開
し
た
背
景
に
は
、
順
帝

の
正
統
性
に
対
す
る
不
安
と
い
う
政
治
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
正
統
性
に
対
す
る
不
安
は
、
安
帝
の
継
嗣
問
題
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
３
】
順
帝
は
、
梁
氏
に

｢

輔
政｣

の
任
を
世
襲
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ

て
政
策
形
成
の
過
程
を
間
接
的
に
掌
握
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
梁
氏
が
国
政
を
恣
意
的
に
運
用
す
る
事
態
を

招
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
順
帝
は
自
分
の
正
統
性
に
不
安
を
抱
え
つ
つ
親
政
す

る
に
あ
た
り
、
血
族
・
姻
族
を
政
策
形
成
に
参
加
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
統
治
の
安
定
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
順
帝
の
父
た
る
安

帝
も
ま
た
、
殤
帝
の
兄
た
る
平
原
王
劉
勝

(

和
帝
の
長
子)

が
存
命
で

あ
り
、
か
つ
帝
位
継
承
者
と
し
て
必
ず
し
も
不
適
当
で
は
な
か
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
殤
帝
か
ら
帝
位
を
不
当
に
継
承
し
た
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
安
帝
の
正
統
性
は
欠
如
し
て
い
た

(�)

。
そ
こ
で
安
帝
は
、
親
政
す

る
に
あ
た
っ
て
、
血
族

(

肺
腑)

・
姻
族

(

尚
主
婚
家
・
外
戚)

の
う

ち
自
分
の
支
持
者
を
、[

１]

禁
中
の
外
部
で
政
策
案
の
作
成
・
審
議

を
担
当
す
る
諸
官

(

大
将
軍
・
三
公
・
九
卿)

、[

２]

禁
中
の
内
部
で

政
策
案
の
作
成
・
審
議
を
担
当
す
る
官

(

侍
中)

、
に
任
用
し
、
そ
れ

を
通
じ
て
政
策
形
成
の
過
程
を
自
ら
掌
握
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
血
族
・
姻
族
に
よ
る
政
策
形
成
の
過
程
の
恣
意
的

な
運
用
を
招
い
た

(�)

。
こ
の
よ
う
な
安
帝
の
親
政
の
構
造
に
加
え
て
、
本

稿
の
検
証
結
果
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
の
皇
帝
は
、
自
分
の
正
統

性
を
十
分
に
確
保
し
得
な
い
場
合
に
は
、
血
族
・
姻
族
を
政
策
形
成
に

参
加
さ
せ
て
親
政
す
る
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
彼
ら
に
よ
る
国
政

の
恣
意
的
な
運
用
を
招
く
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後
漢
の
皇
帝
支
配

が
外
戚
の
専
権
に
よ
り
弱
体
化
し
た
背
景
に
は
、
従
来
想
定
さ
れ
て
き

た
皇
太
后
の
臨
朝
に
加
え
て
、｢

皇
帝
の
正
統
性
の
動
揺｣

と
い
う
政

治
的
な
問
題
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

｢

皇
帝
の
正
統
性

の
動
揺｣

は
、
こ
れ
ま
で
の
検
証
結
果
に
基
づ
く
と
、
継
嗣
問
題

(

安

帝
の
場
合
は
殤
帝
の
継
嗣
問
題
、
順
帝
の
場
合
は
安
帝
の
継
嗣
問
題)

の
発
生
に
起
因
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
皇
帝
の
正
統
性
と
は
、
そ
の
統
治
の
裏
づ
け
と
な
る
権
威
に
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他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
検
証
し
た
安
帝
・
順
帝
の
親
政
の
構
造
か

ら
は
、
血
族
・
姻
族
の
任
用
を
通
じ
て
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、

権
威
の
動
揺
を
補
完
し
よ
う
と
苦
慮
す
る
後
漢
の
皇
帝
の
姿
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
対
応
策
は
、
皇
帝
自
身
の
権

力
を
か
え
っ
て
弱
め
る
結
果
を
招
い
た
。
し
か
ら
ば
、
後
漢
の
皇
帝
支

配
の
弱
体
化
は
、
皇
帝
の
権
威
の
動
揺
が
そ
の
権
力
の
掌
握
の
形
を
歪

め
さ
せ
た
結
果
生
じ
た
も
の
、
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
皇
帝
支
配
の
特
色
を
、
支
配
の
衰
退
の
面
か
ら

検
証
す
る
際
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、

以
上
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
桓
帝
ら
順
帝
期
以
降
の
皇
帝
に

つ
い
て
も
、
そ
の
親
政
の
構
造
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

�
(

１)

岡
崎
文
夫

『

魏
晉
南
北
朝
通
史』
(

弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
、
一
〜
八

頁)

、
李
学
銘

｢

東
漢
外
戚
存
亡
与
洛
陽
北
宮
建
置
形
勢
的
関
係｣

(『
中
国
学

人』

一
九
七
〇
‐
一
、
一
九
七
〇
年
。
後
に
同
氏

『

東
漢
史
事
述
論
叢
稿』

、

万
巻
楼
図
書
、
二
〇
一
三
年
に
収
録)

、
狩
野
直
禎

『

後
漢
政
治
史
の
研
究』

(

同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
三
年
、
三
五
七
〜
四
九
三
頁)

、
渡
邉
義
浩
Ａ

『

後

漢
国
家
の
支
配
と
儒
教』

(

雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
、
二
七
一
〜
三
二
五
頁)

、

東
晋
次

『

後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会』

(

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、

九
一
〜
一
四
一
・
一
九
三
〜
二
四
六
・
三
二
八
〜
三
三
六
頁)

、
衛
広
来

『

漢

魏
晉
皇
権�亶
代』

(

書
海
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
六
〜
六
〇
頁)

、
好
並

隆
司
Ａ

｢

後
漢
期
、
皇
帝
・
皇
太
后
の
政
治
と
儒
家
思
想｣

(『

史
学
研
究』

二
五
六
、
二
〇
〇
七
年
。
後
に
同
氏

『

後
漢
魏
晋
史
論
攷
―
好
並
隆
司
遺
稿

集
―』

渓
水
社
、
二
〇
一
四
年
に
収
録)

な
ど
。

(

２)

最
近
で
は
、
好
並
前
掲
論
文
Ａ
・
Ｂ

｢

皇
太
后
称
制
の
統
治
機
構｣

(『

広

島
東
洋
史
学
報』

一
二
、
二
〇
〇
七
年
。
後
に
同
氏

『

後
漢
魏
晋
史
論
攷
―

好
並
隆
司
遺
稿
集
―』

に
収
録)

、
平
松
明
日
香

｢

後
漢
時
代
の
太
后
臨
朝
と

そ
の
側
近
勢
力｣

(『

東
洋
史
研
究』

七
二
‐
二
、
二
〇
一
三
年)

な
ど
が
、

皇
太
后
の
臨
朝
の
構
造
、
な
ら
び
に
皇
太
后
の
権
力
と
外
戚
の
権
力
の
関
係

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

(

３)

狩
野
前
掲
書

(

四
一
九
〜
四
三
九
頁)

。
ま
た
、
以
下
に
述
べ
る
皇
太
子
劉

保
の
廃
位
に
関
し
て
は
、
拙
稿
Ａ

｢

後
漢
安
帝
の
親
政
と
そ
の
統
治
の
構
造｣

(

早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
編『

中
国
古
代
史
論
集
―
政
治
・
民
族
・

術
数
―』

、
雄
山
閣
、
二
〇
一
六
年
所
収)

も
参
照
。

(

４)

小
尾
孝
夫

｢

劉
宋
前
期
に
お
け
る
政
治
構
造
と
皇
帝
家
の
姻
族
・
婚
姻
関

係｣
(『

歴
史』

一
〇
〇
、
二
〇
〇
三
年)

は
、
劉
宋
に
お
い
て
公
主
を
娶
っ

た
一
族
を

｢

尚
主
婚
家｣

と
呼
称
し
て
い
る
。
本
稿
で
用
い
る

｢

尚
主
婚
家｣

の
語
は
、
こ
の
概
念
を
後
漢
に
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

５)

渡
辺
信
一
郎

『

天
空
の
玉
座
―
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
―』

(

柏
書

房
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〜
三
四
・
五
八
〜
六
四
頁)

。

(

６)

拙
著

『

後
漢
政
治
制
度
の
研
究』

(

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
、

二
一
三
〜
二
四
八
頁)

を
参
照
。

(

７)
｢

録
尚
書
事｣

の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ
る
が
、
前
掲
拙
著

(

九
六
〜

一
〇
八
頁)

で
は
、｢

録
尚
書
事｣

を

｢

尚
書
の
事
を
録
ぶ｣

と
訓
読
し
、
官

僚
機
構
の
統
率
と
国
政
の
総
覧
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
慣
用
的
な
表
現

と
解
し
た
。

(
８)

馮
石
の
出
自
と
そ
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(
９)

劉
熹
・
劉
授
の
出
自
と
そ
の
政
治
姿
勢
、
な
ら
び
に
肺
腑
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(�)
李�
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
狩
野
前
掲
書

(

四
四
七
〜
四
四
九
頁)

を
参

照
。
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(�)
和
帝
期
以
降
の
官
僚
た
ち
に
つ
い
て
、
狩
野
前
掲
書

(

四
一
三
〜
四
一
四
・

三
七
八
〜
三
八
〇
・
四
四
一
〜
四
四
三
頁)

は
、
儒
教
を
修
得
し
て
官
界
に

進
出
し
、
外
戚
・
宦
官
に
よ
る
国
政
の
恣
意
的
な
運
用
を
儒
教
倫
理
に
反
す

る
も
の
と
み
な
し
て
批
判
し
た
官
僚
た
ち
を

｢

礼
教
派｣

と
総
称
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
上
谷
浩
一
Ａ

｢『

清
流
派』

の
系
譜
―
後
漢
時
代
中
期
の
地
方
行

政
刷
新
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン
―｣

(『

古
代
文
化』

四
七
‐
一
、
一
九
九
五
年)

・

Ｂ

｢

後
漢
時
代
中
後
期
の
自
然
災
害
と
党
錮
事
件｣

(『

大
阪
体
育
大
学
紀
要』

四
五
、
二
〇
一
四
年)

は
、
当
時
の
官
僚
た
ち
の
行
動
原
理
を
、
儒
教
倫
理

の
み
な
ら
ず
、｢

地
方
行
政
刷
新｣

(

自
然
災
害
へ
の
対
策
の
立
案
・
実
施
、

な
ら
び
に
外
戚
・
宦
官
ら
と
結
託
す
る
地
方
長
官
に
よ
る
不
正
の
取
り
締
ま

り)

へ
の
取
り
組
み
方
に
も
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、｢

地
方
行
政
刷
新｣

を
目
指
す
官
僚
た
ち
を

｢

刷
新
派｣
と
総
称
す
る
。
そ
の
上
で
、｢

刷
新
派｣

の
多
く
は��
な
ど

｢

地
方
行
政
刷
新｣

の
推
進
に
積
極
的
な
外
戚
と
の
連

携
を
図
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
一
部
は
外
戚
に
よ
る
国
政
の
恣
意
的
な
運
用

を
批
判
し
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
上
谷
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
確
か
に
和

帝
期
以
降
に
お
い
て
は
、
自
然
災
害
の
発
生
と
地
方
長
官
の
不
正
の
横
行
が

重
要
な
政
治
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
地
方
行

政
に
関
わ
る
事
柄
以
外
に
も
様
々
な
政
治
問
題
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
複
数
の
官
僚
ど
う
し
が
、
あ
る
問
題
に
対
し
て
は
共
通
の
姿
勢

で
臨
ん
だ
と
し
て
も
、
別
の
問
題
に
対
し
て
は
姿
勢
を
異
に
す
る
場
合
も
あ

り
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、｢

刷
新
派｣

と
い
う
枠
組
み
を
一

旦
措
き
、
順
帝
期
の
三
公
任
官
者
を
順
帝
の
帝
位
継
承
に
対
す
る
政
治
姿
勢

に
基
づ
い
て
分
類
す
る
こ
と
と
す
る
。

(�)

災
異
策
免
に
つ
い
て
は
、
影
山
輝
國

｢

漢
代
に
お
け
る
災
異
と
政
治
―
宰

相
の
災
異
責
任
を
中
心
に
―｣

(『

史
学
雑
誌』

九
〇
‐
八
、
一
九
八
一
年)

を
参
照
。

(�)

冨
田
健
之

｢

漢
代
に
お
け
る
司
隷
校
尉｣

(『

史
淵』

一
二
一
、
一
九
八
四

年)

。

(�)

故
吏
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
重
雄

｢

漢
代
の
門
生
・
故
吏｣

(『

東
方
学』

七
、

一
九
五
三
年
。
後
に
同
氏

『

秦
漢
政
治
制
度
の
研
究』

、
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
二
年
に
収
録)

を
参
照
。

(�)

廖
伯
源

｢

東
漢
将
軍
制
度
之
演
変｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊』

六
〇
‐
一
、
一
九
八
九
年
。
後
に
同
氏

『

歴
史
与
制
度

漢
代
政
治
制
度

試
釈』

、
香
港
教
育
図
書
公
司
、
一
九
九
七
年
に
収
録)

。

(�)

前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(�)

張
皓
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
狩
野
前
掲
書

(

三
七
五
〜
三
八
四
頁)

を
参

照
。

(�)
前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(�)
門
生
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
前
掲
論
文
を
参
照
。

(�)
徐
芬
・
翁
頻

｢

試
論�
氏
外
戚
対
順
帝
初
期
中
枢
政
局
的
影
響｣

(『

史
学

集
刊』

二
〇
一
〇
‐
四
、
二
〇
一
〇
年)

は
、
張
皓
・
朱
寵
ら
順
帝
期
に
三

公
・
九
卿
を
歴
任
し
た
官
僚
た
ち
が��
の
辟
召
や
推
挙
を
受
け
て
い
た
こ

と
や
、
安
帝
期
に
孫
程
が
中
黄
門
に
任
用
さ
れ
て�
太
后
の
居
所
た
る
長
楽

宮
に

｢

給
事｣

(『

後
漢
書』

巻
七
八
宦
者
列
伝)

し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
た
上
で
、�
氏
の
存
在
は
順
帝
期
の
政
治
過
程
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
続
け
た
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
先
述
し
た
朱
寵
と
桓
焉
の
関
係
や
彼
ら
両

名
と
劉
光
の
関
係
に
見
え
る
よ
う
に
、
順
帝
期
の
士
人
の
人
脈
は
、�
氏
と

の
関
係
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
順
帝
期
の
政

治
過
程
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、�
氏
の
影
響
を
過
大
に
評
価
す
る
見
方

に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(�)
前
殿
・
禁
中
の
位
置
と
主
な
用
途
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

(

五
九
〜
六

八
頁)

を
参
照
。
三
公
の
官
衙
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
前
掲
書

(
三
〇
〜
三
四
・
五
八
〜
六
四
頁)

を
、
尚
書
台
の
官
衙
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

前
掲
拙
著

(

二
二
六
〜
二
二
九
頁)

を
参
照
。
ま
た
、
後
漢
洛
陽
城
の
構
造

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

(

二
六
六
〜
二
六
七
頁)

所
載
の
概
念
図

(

図
６

‐
２)
も
参
照
。
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(�)
前
掲

『

後
漢
書』

虞��
列
伝
の

｢

防
不
得
已
、
趨
就
東
箱｣

に
付
さ
れ
た

李
賢
注
に

｢�
蒼
云
、｢

箱
、
序
也｣

。
字
或
作

｢

廂｣｣

と
あ
る
よ
う
に
、

｢

東
廂｣

は

｢

東
箱｣

と
同
じ
場
所
を
指
す
。

(�)
前
掲

『

後
漢
書』

虞��
列
伝
に
見
え
る

｢

三
公｣

は
、
陶
敦
が
司
空
を
罷

免
さ
れ
た
時
期
か
ら
判
断
し
て
、
彼
と
太
尉
朱
寵
・
司
徒
朱�長
で
あ
る

(『

後

漢
書』
順
帝
紀)

。
ち
な
み
に
、
虞��
列
伝
所
載
の
虞��
の
上
書
に

｢

二
府
恐

爲
臣
所
奏
、
遂
加
誣
罪｣

と
あ
る
が
、
中
華
書
局
標
点

『

後
漢
書』

の

｢

校

勘
記｣

は
、
そ
の
前
文
に

｢

三
公
劾
奏

(

虞)��
盛
夏
多
拘�
無
辜｣

と
あ

る
こ
と
か
ら
、｢

二
府｣
を

｢

三
府｣

の
誤
り
と
す
る
。

(�)
尚
書
台
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

(

二
一
三
〜
二
四
八
頁)

を
参

照
。

(�)�
義
田

｢

漢
代

｢

故
事｣

考
述｣

(
労
貞
一
先
生
八
秩
栄
慶
論
文
集
編
輯
委

員
会
主
編

『

労
貞
一
先
生
八
秩
栄
慶
論
文
集』

、
台
北
出
版
、
一
九
八
六
年
所

収
。
後
に
同
氏

『

秦
漢
史
論
稿』

、
東
大
図
書
、
一
九
八
七
年
に
改
題
の
上
、

収
録)

。

(�)
福
永
善
隆

｢

書
評

渡
邉
将
智
著

『

後
漢
政
治
制
度
の
研
究』｣

(『

史
学
雑

誌』

一
二
四
‐
七
、
二
〇
一
五
年)

は
、
前
掲

『

後
漢
書』

左
雄
列
伝
所
載

の
尚
書
僕
射
虞��
の
上
疏
に

｢

伏
見
、
議�
左
雄
數
上
封
事
、
至
引
陛
下
身

遭
難�
、
以
爲
警
戒
。
…
…
宜
擢
在
喉
舌
之
官
。
必
有
匡
弼
之�｣
と
あ
り
、

左
雄
が
尚
書
に
任
官
す
れ
ば

｢

匡
弼
之�｣
が
あ
る
だ
ろ
う
と
虞��
が
述
べ

て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
尚
書
台
は
文
書
伝
達
以
外
の
機
能
を
担
っ
て

い
た
と
す
る
。
し
か
し
、
右
の
左
雄
列
伝
の
前
文
に

｢

永
建
初
、
公
車
徴
拜

議�
。
時
順
帝
新
立
、
大
臣
懈
怠
、
朝
多
闕
政
。(

左)

雄
數
言
事
、
其
辭
深

切
。
尚
書
僕
射
虞��
以
雄
有
忠
公
節
、
上
疏
薦
之
曰
、｢

…
…｣｣

と
あ
る
よ

う
に
、
虞��
の
上
疏
は
永
建
年
間
の
初
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先

に
確
認
し
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
は
三
公
・
尚
書
に
よ
る
前
殿
で
の
奏
上
が

開
始
さ
れ
た
。
し
か
ら
ば
、
虞��
が
尚
書
に
期
待
し
た

｢

匡
弼｣

の
役
割
は
、

当
時
の
尚
書
台
が
本
来
的
に
担
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
国
政
を
正
し
助

け
る
役
割
を
臨
時
的
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
担
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
、

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(�)

孔
徳�
主
編
・
孔
子
世
家
譜
続
修
工
作
協
会
編
纂

『

孔
子
世
家
譜』

(

文
化

芸
術
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
頁)

。
な
お
、『

孔
子
世
家
譜』

で
は
、

孔
扶
が
司
空
を
策
免
さ
れ
た
後
に

｢

宏
農
太
守｣

に
任
官
し
た
と
す
る
が
、

後
漢
は

｢

宏
農｣

と
い
う
名
の
郡
を
設
置
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の

｢

宏
農

太
守｣

は

｢

弘
農
太
守｣

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(�)
『

後
漢
書』

巻
一
〇
皇
后
紀
下
は

｢

舞
陽
長
公
主｣

に
つ
く
る
が
、
李
賢
注

は
、
同
巻
一
六�
禹
列
伝
附�
訓
列
伝
な
ら
び
に
同
巻
三
四
梁
統
列
伝
附
梁

松
列
伝
が

｢

舞
陰
公
主｣

に
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
后
紀
の
記
事
を

｢

舞
陰
長
公
主｣

の
誤
り
と
す
る
。

(�)
｢

輔
政｣

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

(

一
〇
〇
〜
一
〇
五
・
二
九
五
〜
二
九

八
頁)

を
参
照
。

(�)
徐
芬
・
翁
頻
前
掲
論
文
。

(�)
傍
系
の
帝
位
継
承
な
ら
び
に
そ
の
一
事
例
と
し
て
の
安
帝
の
帝
位
継
承
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
Ｂ

｢

後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政｣

(『

東
洋
学
報』

九

三
‐
四
、
二
〇
一
二
年)

を
参
照
。
ち
な
み
に
、
後
漢
に
お
い
て
は
、
傍
系

に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
、『

春
秋
公
羊
伝』

成
公
十
五
年

の
伝
文
の

｢

公
孫
嬰
齊
、
則
曷
爲
謂
之

｢

仲
嬰
齊｣

。
爲
兄
後
也
。
爲
兄
後
、

則
曷
爲
謂
之

｢

仲
嬰
齊｣

。
爲
人
後
者
爲
之
子
也
。
爲
人
後
者
爲
其
子
、
則
其

稱

｢

仲｣

何
。
孫
以
王
父
字
爲
氏
也
。
然
則
嬰
齊
孰
後
。
歸
父
也｣

が
主
に

用
い
ら
れ
た
。
安
帝
も
ま
た
、
右
の
伝
文
を
論
拠
と
し
て
和
帝
と
父
子
関
係

を
擬
制
し
た
上
で
、
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
し
た

(『

後
漢
書』

安
帝
紀
・
即

位
年
条)

。

(�)
安
帝
と
北
郷
侯
は
、
和
帝
と
清
河
王
劉
慶

(

安
帝
の
父)

・
済
北
王
劉
寿

(
北
郷
侯
の
父)

が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

安
帝
崩
御
後
、
北
郷
侯
が
和
帝

(

安
帝
の
擬
制
上
の

｢

父｣)

と
父
子
関
係
を

擬
制
し
た
上
で
、
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と
は
、
理
論
上
は
可
能
で
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あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
閻
太
后
は
北
郷
侯
を
安
帝
の
継
嗣
と
定
め

た
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
北
郷
侯
の
正
統
性
は
著
し
く
欠
如
し
て
い
た
。

(�)
『

後
漢
紀』

巻
一
七
安
帝
紀
下
・
延
光
四
年
条
に
、
閻
氏
誅
滅
後
の
こ
と
と

し
て

｢

初
、
上
之
廢
、
閻
后
豫
焉
。
議�
陳
禪
議
以
爲
、｢

太
后
與
上
無
母
子

之
恩
、
當
廢｣

。
羣
臣
咸
以
爲
宜｣

と
あ
り
、
議
郎
陳
禅
は
皇
太
子
劉
保
の
廃

位
に
加
担
し
た
閻
太
后
を
廃
位
す
る
よ
う
順
帝
に
求
め
た
。
閻
太
后
の
廃
位

は
順
帝
の
反
対
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
臣
下
た
ち
の
多
く
は
陳
禅

の
意
見
に
賛
同
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
宦
官
と

｢

順
帝
擁
立
派｣

が
順

帝
の
正
統
性
を
確
保
す
る
一
環
と
し
て
講
じ
た
措
置
、
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

(�)
後
漢
に
お
い
て
、
宗
室
の
う
ち
罪
を
犯
し
た
者
を
属
籍
に
再
登
録
す
る
措

置
は
、
和
帝
の
元
興
元
年
四
月
と
殤
帝
の
延
平
元
年
六
月
に
も
実
施
さ
れ
た

(『

後
漢
書』

巻
四
和
帝
紀
・
元
興
元
年
条
、
同
殤
帝
紀
・
延
平
元
年
条)

。
た

だ
し
、
一
人
の
皇
帝
の
治
世
に
複
数
回
実
施
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
順
帝
期

に
お
け
る
宗
室
の
属
籍
へ
の
再
登
録
は
異
例
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(�)
渡
邉
義
浩
Ｂ

『

後
漢
に
お
け
る

｢

儒
教
国
家｣
の
成
立』

(

汲
古
書
院
、
二

〇
〇
九
年
、
九
八
〜
一
〇
六
頁)

に
よ
れ
ば
、
王
莽
が

｢
周
公
の
故
事｣

(

周

公
が
幼
少
の
成
王
の
叔
父
と
い
う
立
場
で
国
政
を
代
行
し
た
こ
と
を
内
容
と

す
る
も
の)

を
論
拠
と
し
て
自
ら
を
周
公
に
準
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
漢
の

簒
奪
を
正
当
化
し
た
た
め
、
後
漢
で
は
臣
下
を
周
公
に
準
え
る
行
為
を
危
険

視
し
て
い
た
。

(�)

前
掲
拙
稿
Ｂ
を
参
照
。

(�)

前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(

就
実
大
学
人
文
科
学
部
総
合
歴
史
学
科
講
師)
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